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租
税
原
則
論
の
一
考
察

序

序

論
租
税
原
則
と
共
問
題

自
足
完
了
的
和
税
原
則
説

a

國

庫

設

b

経

料

設

租
税
原
則
に
於
け
る
理
想

結

論

偲
統
的
支
配
的
財
政
學
は
一
定
の
目
的
に
封
す
る
手
段
の
開
系
の
學
即
ち
政
策
學
た
る
性
質
を
有
し
て
ゐ
る
と

云
つ
て
よ
い
。
．
此
一
定
の
目
的
又
は
理
想
は
倫
理
的
に
規
定
さ
れ
る
が
故
に
そ
れ
は
叉
倫
理
的
財
政
學
と
も
呼
ば

れ
て
ゐ
る
。
此
支
配
的
財
政
學
に
於
て
は
牧
入
論
が
著
し
く
董
じ
ら
れ
従
て
租
税
論
は
共
中
心
問
題
を
形
成
し
て

目

次
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の
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ゐ
る
。

租

税

原

則

と

其

問

題

か
く
て
此
祖
税
に
就
て
の
目
的
合
理
的
骰
系
が
最
大
重
要
問
題
と
な
り
、
租
税
原
則
論
が
考
察
の
中
心
に

近
代
経
清
學
が
異
常
な
る
進
歩
を
遂
げ
た
の
は
夫
が
以
前
の
倫
理
的
立
場
を
脱
却
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る

0

然
る
に
支
記
的
財
政
學
に
於
て
は
未
だ
此
倫
理
的
立
場
か
ら
解
放
さ
れ
す
に
ゐ
る
。
他
方
か
の
有
名
な
る
憤
値
判

断
論
争
、
殊
に
マ
ッ
ク
ス
、
ヴ
ェ
バ
ー
の
科
學
と
し
て
の
政
策
學
に
就
て
の
論
文
は
異
常
な
る
反
響
を
喚
び
起
し

財
政
學
に
於
て
も
之
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
倫
理
的
立
場
を
破
棄
せ
む
と
す
る
試
み
が
次
第
に
勢
を
得
つ
＼
あ
る
。

か
4

る
事
情
の
下
に
於
て
支
配
的
財
政
學
の
中
心
問
題
た
る
租
税
原
則
喩
の
論
理
的
賄
系
を
顧
み
る
事
は
意
義

あ
る
事
と
思
ふ
。
本
稿
に
於
て
は
諸
祖
税
原
則
を
統
一
調
和
せ
し
む
べ
き
観
黙
即
ち
政
策
の
理
想
を
巾
心
問
題
と

し
て
冷
じ
度
い
と
思
ふ
。
此
問
題
こ
そ
は
政
策
學
と
し
て
の
財
政
學
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
従
来
の
支
配
的
財
政

學
に
向
け
ら
れ
た
批
難
も
主
と
し
て
此
獣
に
闊
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
於
て
最
初
に
財
政
自
閥
の
中
に
此
理

想
を
求
め
る
説
を
吟
味
し
、
後
半
に
此
理
想
設
定
に
就
て
の
若
干
の
卑
見
を
述
べ
る
事
と
す
る
。

租
税
原
則
と
は
何
で
あ
る
か
。
租
税
を
徴
牧
す
る
に
裳
り
て
何
等
の
指
導
方
針
な
く
し
て
行
ふ
場
合
に
は
、
國

お
か
れ
る
。 租

税
原
則
論
の
一
考
察

第
一
二
巻

七

五

第

四

琥

―
一
四



租
税
原
則
論
の
一
考
察

ーヽ、-
＝
公
正
の
諧
原
則
、
又
は
、
公
正
な
る
租
税
配
分
の
諸
原
則

（
 

4) 

課
税
の
作
用
を
顧
慮
す
る
正
し
き
税
稲
の
選
捧

3)‘ 

正
し
き
税
源
の
選
搾

ノヽ二
國
民
経
渭
上
の
諸
原
則

（
 

2ヽ

諜
税
の
可
動
性

1) 

民
経
消
を
破
壊
し
又
は
納
税
者
の
不
満
を
引
起
し
、
租
税
を
闘
滑
に
微
牧

L
得
な
い
様
に
な
る
で
あ
ら

5
。
従
て

机
税
を
畷
績
的
に
徴
牧
し
得
る
た
め
に
は
一
定
の
方
針
の
下
に
徴
牧
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
指
導
方
針
が
即

か
く

P
叉
租
税
技

術
及
び
租
税
政
策
に
於
け
る
質
践
上
の
要
請
と
な
る
べ
き
一
系
列
の
最
麻
原
理
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
。
之
に
よ
れ
ば
財
政
學
は
租
税
個
系
並
に
租
税
政
策
に
封
す
る
指
導
原
理
を
提
供
す
べ
き
任
務
を
有
す
る
。
然

ら
ば
其
指
導
原
理
の
内
容
は
何
か
。
か
4
ろ
指
導
原
理
と
し
て
ワ
グ
ナ
ー
は
九
個
の
祖
税
原
則
を
あ
げ
、
之
等
を

課
税
の
充
分
性

次
の
如
く
四
部
門
に
綜
合
分
類
し
て
ゐ
る
。

ーヽノーヽ＼

財
政
々
策
上
の
諸
原
則

ち
租
税
の
原
則
で
あ
る
。

ワ
グ
ナ
ー
は
云
ふ
。

「
財
政
訊
字
は
諜
税
制
度
制
定
の
方
針
と
し
て
、

•
第
一
一
一
巻七五―――

第

四
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―
五

I) Adolph Wagner, Finanzwissenschaft. 2 Teil, 2. AufJ., 1890. S. 299. 



課
税
の
便
宜
性

以
上
の
諸
原
則
の
中
第
四
部
門
の
詣
原
則
は
主
と
し
て
技
術
上
の
問
題
に
昴
し
特
に
原
則
と
し
て
あ
げ
ら
る
べ

き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
井
藤
数
授
も
「
之
等
の
原
則
は
今
で
は
行
政
技
術
上
の
原
則
と
な
っ
て
ゐ

る
。
之
は
他
の
三
大
原
則
に
野
立
す
る
や
う
な
地
位
を
典
へ
得
な
い
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
ワ
グ
ナ
ー
自
身
も
此

租
税
行
政
の
原
則
を
他
の
三
大
原
則
と
甑
別
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
，
従
て
技
で
も
此
租
税
行
政
の
原
則
を
取
除
け

之
等
の
諸
原
則
は
前
に
述
べ
た
如
く
課
税
制
度
並
び
に
租
税
政
策
に
討
し
指
第
原
理
を
提
供
す
べ
き
任
務
を
有

す
る
。
従
て
夫
等
の
謡
原
則
の
間
に
矛
肘
撞
着
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
夫
等
の
謡
原
則
は

一
定
の
観
黙
の
下
に

統
一
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
か
く
て
こ
そ
之
婚
租
税
原
則
は
相
互
の
対
立
、
衝
突
を
排
除
し
て
指
導
原
理
た

て
論
を
進
め
る
。

）
 

2
 

的
最
少
微
税
費
の
努
力

8) 7) 

謀
税
の
明
確
性

ーヽノ四
租
税
行
政
の
諸
原
則
、
又
は
、
課
税
制
度
に
於
け
る
論
理
の
諸
原
則

（
 

6) 5) 

課
税
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一
般
性

課
税
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平
等
性
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2) Wagner, a. a, 0. S. 304 ff. 
井藤半1儀欲投、租税原則論の諸問題、純茫界研究、

燒論文躾、九―-0頁。

3)井籐教授、前掲論文。十七頁。
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租
稔
原
則
論
の
一
考
察

a
 
國

庫

自
足
完
了
定
的
租
税
原
則
説

七
五
五

第

四

猿

一

七

る
任
務
を
果
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
絃
に
租
税
原
則
論
の
最
大
重
要
な
る
問
題
が
存
し
、
此
問
題
を
姐
り
て
従
来
数

多
の
解
決
案
が
提
示
さ
れ
た
。
此
小
諭
も
此
問
題
に
一
瞥
~
を
典
へ
る
事
を
目
的
と
す
る
。
此
問
題
に
対
す
る
解
答
に

は
二
つ
の
仕
方
が
あ
る
。
一
は
祖
税
自
髄
又
は
公
経
料
の
性
質
か
ら
一
定
の
立
場
を
見
出
し
、
此
設
勘
の
下
に
祖
税

原
則
を
統
一
整
理
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
は
財
政
外
的
立
場
か
ら
租
税
原
則
に
開
系
を
典
へ
む
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
倫
理
的
立
場
は
支
配
的
な
も
の
で
あ
り
、
之
は
多
く
祖
税
配
分
に
中
心
を
置
き
、
租
税
論
を
分
配
論
と

し
て
考
察
す
る
傾
向
が
あ
る
。
此
後
者
に
倫
理
的
立
場
以
外
経
清
政
策
的
立
場
が
あ
り
得
る
。
私
は
此
最
後
の
立
場

を
承
認
す
る
。
本
稿
で
は
初
め
の
立
場
を
吟
味
し
て
後
経
清
政
策
的
立
場
に
若
干
の
考
察
を
加
へ
て
見
た
い
。

租
税
原
則
を
統
ご
整
理
す
べ
き
立
場
を
租
税
自
個
又
は
公
続
慨
の
中
に
求
め
、
倫
理
目
的
等
の
外
米
的
立
場
を

排
除
す
る
説
で
あ
る
。
此
説
を
國
庫
説
と
経
滸
説
の
二
つ
に
窟
別
し
て
考
察
し
よ
う
。
前
者
は
租
税
の
牧
入
目
的

に
重
き
を
お
き
、
後
者
は
謀
税
現
象
の
続
溝
的
性
質
を
軍
親
し
て
租
税
原
則
を
構
成
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

． 説

租
税
が
需
要
充
足
手
段
と
し
て
牧
入
を
意
味
す
る
闊
か
ら
、
此
牧
入
と
云
ふ
期
を
中
心
と
し
て
租
税
原
則
を
統

第
一
――
巻



一
整
理
せ
む
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
財
政
學
上
國
附
主
義
と
云
は
れ
る
學
説
は
之
に
屈
す
る
。
ワ
グ
ナ
ー
は
財
政

政
策
的
原
則
が
他
の
原
則
に
封
し
て
上
位
に
立
つ
事
を
認
め
る
。
か
く
の
如
き
財
政
需
要
を
充
足
す
る
た
め
の
牧

入
に
最
高
の
重
要
性
を
認
め
、
之
に
よ
b
他
の
原
則
を
統
一
整
理
せ
む
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
次
の
如
キ

t

問
四

原
則
た
る
財
政
々
策
的
原
則
と
他
の
原
則
と
は
如
何
に
統
一
整
理
せ
し
め
ら
れ
る
か
。

を
典
へ
た
二
、
三
の
學
者
に
よ
り
説
明
し
て
見
よ
う
。
此
場
合
吾
々
は
倫
理
的
立
場
を
除
外
し
て
ゐ
た
が
、
此
黙

に
就
て
倫
理
的
立
場
を
採
用
す
る
説
と
自
足
完
了
的
誅
を
比
較
す
る
を
便
宜
と
す
る
か
ら
、
倫
理
的
立
場
の
説
を

も
述
べ
る
。

第

三

巻

一
、
何
故
に
此
財
政
々
策
的
原
則
が
他
の
原
則
に
封
し
て
優
位
を
占
む
る
か
。
二
、
最
高

以
下
之
等
の
問
題
に
解
答

一
方
に
於
て

財
政
々
策
的
原
則
の
優
越
は
財
政
需
要
の
充
足
手
綬
と
云
ふ
租
税
概
念
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、

國
家
及
び
強
制
共
同
経
消
的
組
織
が
絶
釘
的
に
必
要
た
る
も
の
と
前
提
さ
れ
、
他
方
租
税
は
其
財
政
需
要
の
訣
ぐ

ワ
グ
ナ
ー
と

M
一
見
地
に
立
つ
フ
ォ
オ
ゲ
ル
は
云
ふ
。
「
近
代
の
國
家
概
念
の
内
容
を
構
成
す
る
如
き
國
家
任
務

の
遂
行
を
物
質
的
方
面
に
於
て
保
證
す
る
事
が
諜
税
の
最
高
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
諜
税
制
度
の
根
本
牡
質
並
び

に
構
造
も
何
は
於
て
も
此
目
的
逹
成
を
財
政
方
面
に
於
て
保
證
す
る
諸
原
踵
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
か

べ
か
ら
ざ
る
充
足
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

が
生
す
る
で
あ
ら
う
。

租
稔
原
則
論
の
一
考
察

七
五
六

第

四

輩
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―
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4) Wagner, a. a. 0. S. 305-7. 



租
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原
則
論
の
一
考
察

先
づ
財
政
々
策
的
原
則
は
國
民
経
清
的
原
則
と
矛
盾
す
る
か
。

に
逹
す
る
軍
が
出
来
る
。

乍

併

第

三

巻

七

五

七

「
例
へ
ば
國
家
需
要
の
充
足
の
酋
、
主
要
税
源

く
て
課
税
に
於
て
財
政
々
策
的
要
因
が
支
陀
的
に
前
面
に
現
は
れ
、
共
他
の
諜
税
諧
原
則
は
限
に
順
應
し
つ
＼
夫

を
取
巻
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
。

次
に
此
最
高
原
則
と
其
他
の
原
則
と
の
矛
肘
は
如
何
に
し
て
統
一
整
理
さ
れ
る
か
。

第

四

輩

―
一
九

ワ
グ
ナ
ー
は
相
税
諧
原
則
の
船
系
化
の
必
要
を
認
め
て
ゐ
た
が
充
分
に
之
を
遂
行
し
な
か
っ
た
，
箪
に
僅
に
財

政
々
策
的
原
則
の
優
越
を
認
め
た
に
過
ぎ
中
。
此
原
則
と
他
原
則
と
の
闘
係
に
就
て
は
獨
る
4
事
が
殆
ん
ど
な
い

と
云
つ
て
よ
い
。
か
く
て
「
租
税
制
度
に
就
て
の
説
明
の
胃
頭
に
、
多
か
れ
少
か
れ
複
数
の
原
狸
を
設
定
し
て
腔

系
の
為
の
某
礎
と
し
て
利
用
す
る
事
は
一
般
に
正
し
い
造
h
方
で
は
な
く
、

叉
確
質
な
結
果
に
到
逹
し
た
い
。
人

は
共
場
合
任
意
に
一
又
は
他
を
選
び
出
し
て
利
用
ー
、
そ
し
て
云
は
ゞ
切
札
を
出
し
、
か
く
て
全
く
美
事
た
結
論

他
の
者
も
阿
じ
樅
利
を
以
て
カ
ル
タ
を
別
な
風
に
混
ぜ
替
へ
、
別
な
評
債
を

L
、
か
く
て
同
一
の
諸
要
素
に
よ
り
て
全
く
他
の
結
果
を
得
る
事
が
出
来
る
」
と
云
ふ
フ
ォ
ッ
ケ
の
批
難
が
妥
常

す
る
。
従
て
此
問
題
に
就
て
は
同
じ
く
財
政
々
策
的
原
則
に
優
位
を
認
め
る
フ
す
オ
ゲ
ル
に
就
て
聞
か
た
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
次
に
彼
の
説
の
概
略
を
述
べ
よ
う
。

と
し
て
國
民
財
産
を
選
び
か
く
て
生
産
資
本
を
吸
牧
し
、

又
は
牧
釜
多
き
も
國
民
経
洲
的
に
有
害
な
る
生
活
必
要

S) Emanuel Hugo Vogel. Die finanzpolitischen Festuerungsprinzipien 
in Literatur und Theorie, Z. f. ges. Staatsw. 1910, S. 497. 

Vgl. Wagnar, a. a. 0. S. 306-7. 
6) ¥V. Vocke, Die ldee der steuer in der Geschichte. Finanzar・chiv,

1590, I. Bd., S. 2-3. 
V gl. Fritz Karl Mann Grundsiitze der Besteuerung, Schmollers 

Jahrbuch, SO. Jahrgang, I 92S, S. 62. 



租
税
原
則
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品
に
釘
す
る
租
税
を
選
採
し
て
國
民
経
滸
的
原
則
に
違
肯
す
る
事
に
よ
り
て
二
原
則
の
矛
盾
が
生
す
る
様
に
見
え

る
」
。
之
に
就
て
フ
ォ
オ
ゲ
ル
は
次
の
如
く
解
繹
す
る
。

に
遜
守
せ
ざ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
即
ち
財
政
々
策
的
課
税
謡
原
則
が
國
民
経
涜
の
利
害
従
て
國
家
経
滸

及
び
財
政
経
渭
の
利
害
を
願
慮
す
る
事
な
し
に
賓
行
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
國
民
経
渭
上
の
課
税
諸
原
則
へ
の
違

背
は
狩
来
の
た
め
の
租
税
基
本
の
餃
害
、
従
て
又
必
然
的
に
財
政
政
策
的
詣
原
則
自
個
へ
の
違
背
を
意
味
す
る
」

従
て
財
政
々
策
的
原
則
は
國
民
経
滸
的
原
則
と
矛
盾
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
調
和
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る

事
と
な
る
。

更
に
財
政
々
策
的
原
則
と
公
正
原
則
と
は
如
何
に
し
て
調
和
せ
し
め
ら
れ
る
か
。
租
税
配
分
原
則
と
し
て
の
公

正
原
則
は
従
来
個
人
の
利
盆
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
ゐ
た

3

従
て
総
閤
の
利
盆
に
基
く
財
政
々
策
的
原
則
に
封

立
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
個
人
利
釜
の
立
場
と
総
髄
利
盆
の
立
場
と
の
間
に
は
衝
突
が
あ
り
、
矛
盾
が
あ
る
。
此

二
原
則
を
矛
盾
な
く
調
和
せ
し
む
る
た
め
に
は
共
通
の
立
場
が
必
要
で
あ
る
。
租
税
原
則
の
中
に
於
て
財
政
々
策

的
原
則
に
、
王
位
を
典
へ
る
フ
ォ
オ
ゲ
ル
は
、
総
楠
利
盆
の
立
場
か
ら
此
二
原
則
の
調
和
を
入
止
て
る
。
彼
は
云
ふ
。

「
共
同
骰
の
課
税
原
理
と
し
て
の
公
正
原
則
は
、
箪
に
孤
立
化
せ
ら
れ
た
る
個
別
経
惰
並
に
夫
の
利
盆
と
云
ふ
立

場
か
ら
で
は
な
く
、
共
同
開
の
立
場
か
ら
共
本
質
的
特
徴
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
•
•
•
…
・
・
・
公
正
原
則
の

「
此
場
合
矛
盾
は
財
政
々
策
上
の
課
税
語
原
則
を
合
理
的

第

三

巻

七

五

八

第

四

琥

―
二

0

7) Vogel, a. a. 0. S. 495. 
8) Vogel. a. a. 0. S 495-6. 

Vgl. Fritz Karl Ma"ln, Grundsiitge, S. 63. 
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理
論
的
設
定
並
び
に
賓
践
的
遂
行
は
、
少
く
も
今
日
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
た
る
國
案
有
機
憫
説
の
立
場
に
立
つ
限

り
、
仮
令
個
人
キ
義
的
立
場
の
課
税
原
則
を
問
題
と
す
べ
き
場
合
で
も
、
共
同
開
の
線
開
の
利
盆
を
離
れ
て
恵
ら

個
人
主
義
的
立
場
の
み
に
従
ふ
事
は
出
来
な
い
。

．．．
．．．．
．．．．． 
財
政
々
策
的
原
則
は
、
総
ゆ
る
納
税
者
の
共
同
利
盆

に
な
る
共
同
社
會
の
任
務
遂
行
の
為
の
租
税
豫
第
額
の
合
目
的
々
調
逹
の
手
段
並
び
に
方
法
に
就
て
共
同
社
會
の

財
政
目
的
を
示
し
、
公
正
原
則
は
、
線
儒
利
盆
に
よ
り
て
導
か
れ
た
る
、
党
時
の
文
化
的
並
び
に
祉
會
的
朕
態
に

最
も
よ
く
適
應
せ
る
此
租
税
豫
算
額
の
全
個
別
経
溝
へ
の
配
分
で
あ
り
、
か
く
て
同
時
に
共
同
社
會
の
立
場
か
ら

す
る
特
殊
利
盆
に
最
も
よ
く
適
應
さ
せ
ら
れ
る
」
と
。

か
く
て
フ
す
オ
ゲ
ル
は
租
税
原
則
を
財
政
々
策
的
原
則
（
租
税
額
の
原
則
）
と
公
正
原
則
（
租
税
配
分
の
原
則
）

と
に
綜
合
し
、
前
者
に
優
位
を
認
め
て
二
原
則
の
調
和
を
園
り
以
て
租
税
原
則
に
閤
系
を
典
へ
た
。
共
主
張
の
根

底
に
は
個
人
に
封
す
る
総
開
の
侵
越
、
従
て
叉
國
家
有
機
閤
観
が
存
す
な
事
は
彼
自
身
も
認
め
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

そ
れ
は
所
謂
官
房
限
派
の
租
税
論
に
於
け
る
國
庫
牧
入
主
義
の
疲
展
と
見
倣
さ
れ
や
う
。
そ
の
根
底
に
は
何
等
か

の
國
家
萬
能
論
が
あ
り
、
之
を
基
礎
と
し
て
財
政
々
策
的
原
則
は
正
嘗
化
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
倫
理
的
國
家
観
の

財
政
學
支
配
が
仔
在
す
る
。
か
く
て
は
獨
立
科
學
と
し
て
の
財
政
學
の
成
立
も
疑
は
れ
る
に
至
る
。
か
し
る
財
政

學
に
封
す
る
批
難
か
ら
免
11
る
た
め
、
倫
理
學
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
租
税
論
従
て
叉
租
税
原
則
論
の
設
定
が

租
税
原
則
論
の
一
考
察

9) Vogel, a. a. 0. S. 506-7. 
10) 花戸龍蔽教授~官房限者の租税論に於ける國庫牧入主義、國民紐浣雑

誌、第五十五巻第四駿参照。
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三

試
み
ら
れ
た
。
此
企
闘
は
存
在
か
ら
嘗
為
の
恨
定
を
定
立
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
象
の
本
質
か
ら
原
則
を

導
き
出
す
立
場
を
得
む
と
努
む
る
も
の
で
あ
る

3

技
に
は
牧
入
経
洲
と
し
て
の
公
共
経
消
の
本
質
か
ら
財
政
々
策

的
原
則
に
優
位
を
認
め
む
と
す
る
主
張
を
説
明
す
る
。

現
代
の
夜
逹
せ
る
壺
本
主
義
経
消
に
於
て
は
財
政
需
要
を
充
足
す
る
財
は
私
経
消
か
ら
得
ら
れ
る
。
公
共
経
涜

は
個
人
主
義
的
國
民
経
涜
に
依
存
す
る
。
課
税
は
公
共
経
溝
が
私
純
済
か
ら
需
要
充
足
手
段
を
痙
得
す
る
特
殊
な

方
法
で
あ
る
。
此
要
索
こ
そ
近
代
の
公
経
洲
を
公
共
牧
入
経
涜
た
ら
し
め
、
夫
に
租
税
國
家
の
名
稲
を
輿
へ
た
の

（
租
税
國
家
の
概
念
に
就
て
は
大
畑
文
七
教
授
の
論
文
参
照
）

以
上
の
如
き
事
賀
、
即
ち
一
方
租
税
の
特
殊
な
る
手
段
猥
得
方
法
と
し
て
の
機
能
と
他
方
現
霞
の
國
民
経
洲
と

が
最
高
の
租
税
原
則
を
設
定
す
る
に
賞
つ
て
前
提
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
事
質
が
存
在
す
る
事
は
謀
税
が
繍

績
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
事
を
示
す
。
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
云
ふ
。
「
諜
税
過
程
を
繰
返
し
永
績
せ
し
む
る
た
め
に
は
、
如

何
な
る
要
求
が
充
分
満
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
説
明
す
べ
し
と
せ
ば
、
副
次
目
的
盆
租
税
の
牧
入
目
的
以
外
の

目
的
、
例
へ
ば
公
正
目
的
の
如
き
）
は
無
視
さ
れ
な
け
ば
な
ら
ぬ
。

．．．．．．．．．．．． 
更
に
謀
税
に
於
け
る
経
涜
的
に
正

営
な
虞
撻
は
｀
目
的
（
租
税
以
外
で
は
充
足
さ
れ
な
い
需
要
の
充
足
）
と
手
段
（
課
税
）
が
典
へ
ら
れ
且
つ
諜
税

過
程
か
ら
其
他
の
何
物
も
期
待
さ
れ
な
い
場
合
は
、
共
同
需
要
の
充
足
の
蹄
保
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
等
の
経

で
あ
る
。

第

一

＝

巻

七

六

0

第

四

競

II)大畑文七萩授、租段閲家のi隠念。内外研究第六巻第一、二妓参照。
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ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
云
ふ
。
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腕

「
公
共
園
儒
が
存
在
す
る
限
り
需
要
は
疲
生
し
、
夫
は
充
足
さ
れ
ね
ば
な

清
的
虚
置
は
二
つ
の
立
場
に
還
元
さ
れ
る
、
即
ち
耀
的
立
場
と
質
的
立
場
ー
ー
_
牧
人
の
豊
富
(
E
r
g
i
e
b
i
g
k
e
i
t
)

--v 

給
付
能
力
」
と
。

ワ
グ
ナ
ー
、
並
び
に
フ
ォ
オ
ゲ
ル
が
財
政
々
策
的
原
則
の
優
位
の
基
礎
付
と
し
て
倫
訓
的
國
家
観
を
採
用
せ
る

ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
課
税
過
程
の
盟
綾
的
存
在
と
云
ふ
硝
貨
か
ら
財
政
杢
策
的
原
則

を
導
き
出
し
た
。
更
に
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
公
共
経
滸
が
國
民
経
溝
へ
依
存
す
る
と
云
4

年
事
質
か
ら
第
一
の
原
則
を

制
約
す
る
又
は
柏
完
す
る
第
二
の
原
則
を
導
き
川
し
た
。
彼
の
説
の
根
本
は
グ
ー
ト
マ
ン
の
説
を
よ
り
詳
細
に
直

述
し
た
に
止
ま
る
が
今
便
宜
上
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
の
叙
逃
に
よ
る
。
グ
ー
ト
マ
ン
及
び
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
に
よ
り
設
定

さ
れ
た
上
述
二
原
則
に
就
て
今
少
し
詳
説
し
、
相
互
補
充
の
闘
係
を
明
ら
か
に
し
度
い
と
息
ふ
。

公
共
経
洲
は
需
要
充
足
経
洲
で
あ
る
？
従
て
需
要
だ
け
の
充
足
手
段
が
闘
逹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
場
合

公
共
続
洲
に
於
て
は
此
需
要
は
典
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
需
要
の
決
定
等
の
問
題
は
政
治
的
並
び
に
法
律
的
問

題
で
あ
る
、

ら
ぬ
事
は
甫
宜
で
あ
る
。
此
事
こ
そ
理
込
国
的
に
軍
要
で
あ
り
｀
又
、
方
法
論
的
に
最
高
租
役
謡
原
則
の
構
成
に
討

し
て
災
涙
勘
と
な
る
に
相
應
し
い
」
と
，
だ
か
ら
グ
ー
ト
マ
ン
が
「
租
税
の
本
来
の
任
務
は
一
定
＂
町
の
貨
幣
額
を

獲
得
す
る
に
あ
な
」
と
云
っ
た
の
に
同
意
し
て
「
和
税
は
自
己
目
的
を
有
せ
す
、
外
部
厚
・ち
需
要
か
ら
生
命
を
猥

事
は
前
述
し
た
所
で
あ
る
が

12) Paul Heidrich, Die Leh ehre von denobersten Steuerprinzipien, 192'1 
S. 13-14. 

13) Franz Gutmann, Eemerkurigen zur Theorie der Steuersystematik, 
Ja'.1rhi.icher for Nationalokonomie und Statistik 123. lid. I 928, 
S. 207 ff. 

14) Heidrich, a. a. 0., S. 7.5. 
15) Gutmann, a. a. Q., S. 207. 



ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
云
ふ
。
「
農
富
性
の
立
場
は
殊
に
永
績
的
需
要
の
相
闘
概
念
と
し
て
個
別
経
渭
に
於
け
る

永
績
的
な
る
も
の
（
所
得
）
を
究
極
恒
常
的
な
る
も
の
と
し
て
示
し
た
。
微
牧
の
観
黙
は
此
永
綾
的
な
る
も
の
4

場
所
及
び
現
魚
様
式
を
求
め
、
共
生
成
、
共
網
齊
的
闘
係
を
追
求
す
る
。
此
立
場
は
給
付
能
力
の
原
則
と
し
て
示

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
経
溝
力
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
課
税
の
可
能
が
生
す
る
」
と
、
従
て
質
的
原
則
と
し

て
の
給
付
能
力
原
則
は
牧
入
豊
富
の
原
則
を
補
充
し
て
以
て
租
税
原
則
に
全
き
開
系
を
典
へ
る
事
と
な
る
。
此
給

る。

第

三

巻

第

四

観

得
す
る
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
此
手
段
獲
得
の
目
的
を
賓
現
せ
し
む
る
穂
ゆ
る
要
素
は
租
税
を
正
嘗
た
租
税
た
ら
し

む
る
。
か
く
て
租
税
は
充
分
な
る
牧
入
を
あ
げ
る
事
が
先
づ
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
に
租
税
の
主
位
原
則
と
し
て
の

乍
併
、
公
共
需
要
充
足
の
最
的
原
則
と
し
て
の
此
第
一
原
則
は
課
税
の
額
を
規
定
し
得
る
が
私
経
渭
へ
の
夫
の

配
分
を
規
定
し
得
な
い
。

フ
す
オ
ゲ
ル
の
場
合
に
於
け
る
租
税
配
分
原
則
と
し
て
の
公
正
原
則
に
彼
は
如
何
な
る

原
則
を
代
撻
せ
し
む
る
か
。
此
配
分
原
則
即
ち
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
に
於
け
る
質
的
原
則
も
事
霞
の
分
析
か
ら
導
き
出
・

さ
れ
る
。
公
共
経
渭
は
租
税
國
家
と
し
て
國
民
経
清
に
依
存
す
る
。
従
て
謀
税
を
織
績
し
て
可
能
な
ら
し
む
る
に

は
國
民
経
溝
は
樅
胤
阻
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
て
手
段
の
私
経
済
か
ら
の
調
達
は
其
意
味
で
経
渭
的
に
行
は

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
し
る
立
場
は
牧
入
豊
富
の
立
場
と
は
異
る
も
の
で
あ
り
、
夫
を
補
充
す
る
も
の
で
あ

牧
入
豊
富
の
原
則
が
成
立
す
る
。

租
稔
原
則
論
の
一
考
察

七
六

ー
ニ
四

1-6) Heidrich, edenda. 
17) Heidrich,・ a. a. 0. S. 83. 

Vgl. Gutmann, a. a. 0. S. 21C-21 I. 
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ア
モ
ン
の
説
も
租
税
の
本
質
か
ら
課
税
原
理
を
導
き
出
さ
む
と
す
る
貼
に
於
て
自
足
完
了
的
學
設
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば

「
租
税
の
本
質
は
、
租
税
が
國
家
の
総
の
牧
入
狼
得
の
一
定
形
式
で
あ
る
貼
に
の
み
存
す
る
」
此
牧
入
は
私
統
浣
的
又
は
流

通
網
浣
的
所
得
分
配
へ
の
干
渉
に
よ
lJ
得
ら
れ
る
か
ら
、
此
所
得
分
配
（
作
用
を
及
ぽ
す
。
然
し
乍
ら
私
純
浣
的
所
得
分
配

へ
の
作
用
は
財
政
々
策
的
虐
置
と
し
て
の
租
税
の
本
質
で
は
な
く
、
課
税
に
伴
ふ
副
次
的
現
象
で
あ
る
。
勿
論
か
4

る
作
用

が
租
税
に
よ
り
て
窟
欲
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
其
場
合
は
一
定
目
的
に
到
す
る
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
租
稔

は
國
家
の
総
の
牧
入
獲
得
で
あ
リ
、
之
な
く
し
て
は
租
稔
は
財
政
學
上
の
意
味
の
租
税
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
所
得
分

配
の
愛
動
は
、
財
政
々
策
的
慮
趾
と
し
て
の
租
税
の
本
質
が
純
粋
に
現
は
る
べ
き
揚
合
に
は
、
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
倫
理
的
意
味
と
は
異
る
本
質
上
完
全
な
る
意
味
に
於
け
る
彼
の
理
想
的
租
税
概
念
が
生
れ
る
。
か
く
て
理
想
的

租
稔
は
「
流
通
紐
浣
的
過
程
か
ら
生
ず
る
所
得
分
配
、
即
ち
、
國
民
純
浣
の
全
牧
盆
へ
の
納
税
者
の
比
例
的
参
奥
に
何
等
の

加

雙
化
を
も
生
ぜ
し
め
ず
し
て
、
其
の
固
有
の
本
質
を
梢
成
す
る
國
家
の
位
の
牧
入
猥
得
の
目
的
を
逹
す
る
」
租
税
で
あ
る
。

か
く
て
彼
は
租
稔
の
本
質
か
ら
課
税
に
就
て
所
得
分
配
闊
係
の
不
可
雙
原
理
を
挙
き
出
す
。

勿
論
所
得
分
配
闘
係
の
不
可
愛
と
云
ふ
事
は
比
例
稔
率
の
適
用
を
意
味
し
な
い
。
彼
は
所
得
概
念
に
享
架
抵
又
は
輻
祉
朕

態
た
る
心
理
的
性
質
を
奥
（
て
、
貨
幣
所
得
の
噌
加
は
比
例
以
下
に
享
榮
量
の
噌
加
を
来
す
と
云
ふ
網
験
事
寅
と
前
述
の
所

21 

得
分
配
闘
係
不
可
髪
の
原
理
か
ら
累
進
稔
を
基
礎
付
け
る
。

ア
モ
ン
の
所
得
分
配
購
係
の
不
可
穏
の
原
理
は
彼
の
考
ふ
る
如
く
何
等
の
倫
理
的
観
黙
な
く
し
て
導
き
出
さ
れ
得
る
で
あ
―

ら
う
か
。
ア
モ
ン
の
云
ふ
如
く
租
税
は
國
庫
の
牧
入
獲
得
の
一
形
式
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
所

得
分
配
闘
係
に
雙
化
を
奥
（
る
事
は
、
ア
モ
ン
の
云
ふ
如
く
租
税
の
本
質
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
其
賜
係
に
雙
化
を

奥
へ
な
い
事
も
租
稔
の
本
質
に
は
陽
し
な
い
。
租
税
は
唯
國
庫
，
の
牧
入
に
止
ま
る
。
そ
れ
だ
け
で
本
質
上
完
全
な
租
稔
で
あ

註

第

三

巻

付
能
力
の
原
則
の
内
容
に
就
て
は
本
稿
の
目
的
上
立
入
ら
な
い
で
お
く
。

七
六

第

四

撃

―
二
五

18) Alfred Amonn. Zur Frage der steuerliche Lastenverteilung Jahrb. 
f. Nationalok. u. Statistik. 123 Bd. III Folge 63 Bd. 1925 S. 172. 

19) Amonn, a. a. 0. S. 171. 
20) Amonn; a. a. 0. S. 172-3. 
21) Amonn, a. a. 0. S. 173-5. 



則
を
採
用
し
た
か
っ
た
。

分
原
則
と
し
て
公
正
原
則
を
設
定
し
た
の
に
、

ハ
イ
ド
lJ
ッ
ヒ
は
此
原
則
を
配
分
原
則
と
し
て
設
定
し
、
公
正
原

う。

ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
之
を
公
共
需
要
の
正
賞

最
高
原
則
と
し
て
の
財
政
々
策
的
原
則
に
就
て
は
、

フ
ォ
オ
ゲ
ル
が
共
基
礎
を
需
要
充
足
手
段
と
し
て
の
租
税

8
 

る
。
従
て
所
得
分
陀
闘
係
の
不
可
愛
の
唆
求
は
他
の
一
定
の
理
想
か
ら
源
＊
出
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立
の
根
挫
が
な
．
い
。
マ
ン

も
「
一
、
個
人
所
得

（
の
分
配
幽
係
）
を
侵
害
す
る
事
な
く
し
て
國
家
（
の
財
移
轄
を
嬰
求
す
る
は
論
珂
的
矛
盾
で
あ
る
。

二
、
所
得
分
配
の
不
可
紐
字
が
租
税
の
木
質
と
云
ふ
所
論
に
は
ア
モ
ン
自
井
が
排
摯
す
る
一
片
の
柑
界
観
が
含
ま
れ
て
は
ゐ
な

い
か
。
三
、
租
税
の
本
質
を
所
得
分
配
不
可
愛
な
る
渭
極
的
棚
準
に
求
め
る
事
は
論
珂
的
に
許
さ
れ
ざ
る
事
で
あ
る
」
と
批

難
し
て
ゐ
る
。
マ
ン
の
云
ふ
如
く
租
稔
は
牧
入
痙
得
に
よ
り
て
必
然
的
に
他
の
作
川
を
伴
ふ
。

か
A

る
作
川
の
排
除
は
論
踵

的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
に
角
ア
モ
ン
の
品
は
其
中
に
伯
理
的
世
界
観
を
合
む
。

次
に
フ
ォ
ォ
ゲ
ル
の
説
と
の
相
逮
を
概
括
的
に
摘
記
し
よ
う
。

の
概
念
に
、
更
に
遡
り
て
結
局
國
家
有
機
開
設
に
求
め
る
の
に
封
し
、

化
従
て
叉
倫
理
的
固
家
観
に
求
め
す
し
て
、
公
共
需
要
を
所
典
と
し
夫
の
充
足
手
段
と
し
て
の
租
税
の
牧
入
目
的

に
求
め
る
。
云
は
ゞ
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
倫
理
的
固
家
競
に
ま
で
遡
ら
す
に
需
要
を
所
典
と
し
た
と
云
へ
る
で
あ
ら

國
民
経
清
的
原
則
に
闘
し
て
は
、

フ
ォ
オ
ゲ
ル
が
此
原
則
を
財
政
々
策
的
原
則
に
包
括
せ
し
め
て
別
に
机
税
配

租
税
原
則
論
の
一
考
察
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四
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六

22) Vgl. Bernhard Eank, Zur Frage der finanzwissenschaftlich-metho-
dologischen Berechtigung der Finanzpolitik, Jahrb. f. Nt. u. St. 
127 Bd. III F. 72 Bd. 1927. S. 449. 

花戸龍蔽教授、所得分配屈関係不可焚の課税原理、國民鯉院雑誌第五十
五巻、第二、十八．琥頁参照。

23) F. K. Mann, Zur Frage der steuerlichen Lastenverteilung, Jahrb. 
f. Nt. u. St. 124 Bd. III F. 69 Bd. 1926. S. 36. 



租
税
原
則
論
の
一
考
察

導
原
理
た
り
得
る
で
あ
ら
う
か
，

此
立
場
を
採
る
説
に
野
し
て
は
、
先
づ
何
故
に
財
政
々
策
的
原
則
は
上
位
原
則
た
り
得
る
か
と
云
ふ
問
題
が
提

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
財
政
々
策
的
原
則
は
、
此
場
合
フ
ォ
オ
ゲ
ル
の
云
ふ
如
く
國
民
経
済
的
原
則
を
も
含
む

も
の
で
は
た
く
、
箪
に
租
税
の
財
政
（
牧
入
）
目
的
を
強
調
し
て
之
に
基
い
て
作
成
せ
る
机
税
原
則
を
意
味
す
る
。

果
し
て
か
し
る
意
味
の
財
政
々
策
的
原
則
が
主
位
原
則
た
り
得
る
か
。
換
言
す
れ
ば
牧
入
目
的
が
租
税
原
期
の
指

租
税
の
牧
入
目
的
を
以
て
租
税
原
則
を
構
成
す
る
事
に
就
て
は
反
討
が
あ
る
。

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
と
云
ふ
命
題
を
設
け
る
刑
法
學
者
、
施
肥
は
充
分
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
と
農
夫
に
数
ゆ
る
農

業
化
學
者
：
．．．．
．．．．．． 
は
人
間
行
為
の
特
殊
な
る
規
準
を
典
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
箪
に
夫
に
よ
り
て
手
段

が
目
的
に
應
す
べ
き
一
般
命
題
を
特
殊
化
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
租
税
は
充
分
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
原
理
に

於
て
も
之
と
同
様
な
る
事
が
云
へ
る
」
と
。
租
税
概
念
が
既
に
需
要
充
足
手
段
と
し
て
需
要
に
應
す
る
牧
入
を
意

味
す
る
以
上
更
に
此
事
を
強
調
し
て
原
則
を
構
成
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ふ
。

逹
の
充
分
性
）
原
則
は
原
理
と
云
は
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
之
な
く
ば
國
家
経
滸
が
必
然
的
に
停
止
す
る
國
家
経

清
の
不
可
避
的
な
事
賀
上
の
前
提
に
過
ぎ
な
い
」
と
。
従
て
財
政
政
策
的
原
則
は
租
税
原
則
た
る
資
格
を
失
ふ
。

X 

x 

x
 第

一
1

一
巻

七
六
五

第

四

披

マ
ン
は
云
ふ
。

「
刑
罰
は
充
分

フ
ォ
ッ
ケ
も
云
ふ
。

「
（
手
段
調

―-
1

七

24) Mann, Grundsiitze, S. 63. 
25) Vocke, a. a. 0. S. 2. 



財
政
々
策
的
原
則
に
就
て
ヱ
ン
ゲ
リ
ス
も
此
原
則
は
財
政
技
術
的
原
踵
で
あ
り
、
他
の
租
税
原
理
と
は
全
く
義
る
も
の
で

s
 

あ
る
事
を
認
め
て
ゐ
る
。
ヴ
ェ
デ
イ
ゲ
ン
は
手
段
の
調
逹
、
管
理
、
使
川
を
財
政
目
的
と
な
し
、
此
財
政
目
的
の
遂
行
に
徽

町

り
て
は
、
よ
り
高
き
段
階
の
目
的
（
國
民
鯉
院
政
策

H
的
）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
な
す
。
何
れ
も
牧
入

H
的
に

某

く
財
政
々
策
的
原
則
が
他
の
租
税
原
則
と
並
立
し
得
る
も
の
で
な
い
事
を
示
し
て
ゐ
ス
c
0

併
し
乍
ら
、

フ
ォ
オ
ゲ
ル
に
於
け
る
牧
入
目
的
は
、
更
に
租
税
の
作
用
を
も
含
め
て
牧
入
目
的
に
役
立
つ
一
切

の
も
の
を
意
味
す
る
か
ら
、

如
く
財
政
政
策
的
原
則
の
中
に
個
有
の
財
政
々
策
的
原
則
と
國
民
経
洲
的
原
則
を
含
ま
し
む
る
な
ら
ば
、
上
述
の

批
判
か
ら
し
て
此
中
固
有
の
財
政
々
策
的
原
則
は
脱
落
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
名
は
財
政

々
策
的
原
則
に
し
て
も
、
貨
は
國
民
経
溝
的
原
則
に
外
な
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
黙
に
就
て
フ
ォ
オ
ゲ
ル
の

次
の
言
葉
は
味
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

目
的
ー
筆
者
註
）
の
逹
成
は
、
必
す
し
も
箪
に
國
庫
的
手
段
、
即
ち
租
税
牧
入
の
数
干
的
増
加
を
確
保
す
る
方
法

に
よ
り
て
の
み
望
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
終
局
目
的
逹
成
の
稲
に
は
、
直
接
に
は
租
税
牧
入
の
減
少
を
招
来
し

従
て
非
國
庫
的
性
質
の
も
の
に
見
え
る
が
、
終
局
目
的
（
税
源
の
保
持
、

註

以
上
の
マ
ン
、
及
び
フ
ォ
ッ
ケ
の
批
判
を
免
れ
得
る
。
と
は
云
へ
、

小
く
と
も
他
の
原
則
と
並
列
せ
し
め
ら
る
べ
き
原
則
で
は
な
い
。

租
税
原
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

フ
す
オ
ゲ
ル
の

正
賞
な
る
租
税
分
配
及
び
恕
宥
の
方
法

「
國
船
上
の
即
ち
財
政
學
的
意
味
に
於
け
る
財
政
上
の
終
局
目
的
（
牧
入

七
六
六

第

四

競

ー
ニ
八

2S) Kgrel, Englis, Fi inanzwissenschaft. 1931. S. 115. 
27) Walter Weddigen, Die Aufg'lben der Fianziwssenschaft. Zeitschrift 

ftir die gesamt Staatswissenschaft. 87 Bd. 1929. S. 371, 377-8. 
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租
税
原
則
論
の
一
考
察

と
公
正
原
則
と
の
闘
係
如
何
゜

一

題
を
め
ぐ
り
て
次
の
問
咽
が
解
決
さ
れ
中
に
疫
つ
て
ゐ
る
。

七
六
七

第

四

競

―
二
九

一
、
財
政
々
策
的
原
則
は
必
然
的
に
國
民
経
滸
原
則

必
す
し
も
牧
入
の
培
加
の
み
努
む
る
も
の
で
は
た
く
、

一
時
的
に
牧
入
が
減
少
す
る
と
し
て
も
基
本
と
し
て
の
税

に
よ
る
段
陛
附
け
、
租
税
轄
減
、
免
税
等
）
に
役
立
つ
方
策
が
利
用
し
得
ら
れ
る
。
國
庫
的
目
的
設
定
は
、

此
意

味
で
内
容
卜
財
政
々
策
的
目
的
設
定
一
般
と
同
意
味
で
あ
る
。
即
ち
財
政
々
策
的
目
的
逹
成
の
手
段
並
び
に
方
法

③
 

は
、
財
政
的
又
は
國
卯
的
、
或
は
又
非
國
即
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
得
る
」
か
く
て
牧
入
目
的
逹
成
の
た
め
に
は

源
の
涵
養
、
正
し
き
租
税
配
分
に
よ
り
て
照
来
の
牧
入
増
加
を
岡
る
事
が
あ
る
。
だ
か
ら
租
税
牧
入
を
減
少
せ
し

め
て
秒
源
を
涵
養
す
る
事
も
財
政
々
策
的
目
的
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
て
フ
ォ
オ
ゲ
ル
自
身
も
同
有
の

財
政
え
策
的
原
則
と
國
民
経
清
的
原
則
と
が
終
始
平
行
す
る
と
は
云
へ
な
い
事
を
認
め
て
ゐ
る
。
そ
の
場
合
に
は

牧
入
目
的
よ
り
も
税
源
の
涵
養
等
が
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
國
庫
的
従
て
交
財
政
々
策
的
と
云
ふ
語
を
牧
入29 

目
的
を
強
調
す
る
意
味
に
解
す
る
の
は
、
財
政
欣
態
の
逼
迫
を
強
調
す
る
目
的
の
外
一
般
に
理
論
的
債
値
は
少
い

と
云
つ
て
ゐ
る
。

以
上
に
於
て
既
に
最
初
に
提
出
さ
れ
た
中
心
問
題
へ
の
解
答
は
典
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
更
に
此
中
心
問

を
其
中
に
含
む
か
。
即
ち
二
者
の
間
に
は
相
互
不
離
の
闘
係
が
あ
る
か
。
二、

フ
ォ
オ
ゲ
ル
の
財
政
々
策
的
原
則

第

三

巻

28) Vogel, Grundsiitzliches zur theoretischen Frage,,nichtfiskalischer 
Zwecksetzung" in der Besteuerung. Finanz-Archiv 46 Jahrg. 
1929. S. 6. 

29) Vogel, Grundsiitzliches, S. 7. Anm, -II. 
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た
所
で
あ
っ
た
。
従
て
財
政
々
策
的
原
則
は
國
民
経
清
的
原
則
と
離
る
べ
か
ら
ざ
る
闘
係
に
お
か
れ
た
。
此
事
は

財
政
殊
に
租
税
は
國
民
経
清
を
基
礎
と
す
る
と
云
ふ
事
賓
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
乍

フ
す
オ
ゲ
ル
も
既
に
認
め
た
る
如
く
財
政
々
策
的
原
則
と
國
民
経
清
的
原
則
は
矛
肘
す
る
場
合
が
あ
る
。
彼

は
共
場
合
に
一
時
的
に
財
政
々
策
的
原
則
を
犠
牲
に
し
て
固
民
続
清
的
原
則
を
煎
ん
す
る
の
は
、
結
局
税
源
を
維

持
す
る
事
と
な
り
、
牧
入
目
的
と
し
て
の
財
政
々
悛
的
原
則
に
合
す
る
と
説
く
事
前
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
。

國
民
続
清
の
疲
逹
を
阻
害
し
な
い
事
は
フ
す
オ
ゲ
ル
の
云
ふ
如
く
、
税
源
を
俣
持
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
。
然
し

税
源
を
保
持
す
る
事
と
牧
入
目
的
と
の
間
に
は
彼
も
認
め
て
ゐ
る
様
に
必
然
的
闘
聯
は
な
い
筈
で
あ
る
。
牧
入
目

的
と
は
云
ふ
も
の
4

租
税
徴
牧
額
は
年
々
一
定
額
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
一
定
額
の
租
税
に
討
す
る
税
源
の
保
持
は

必
要
で
あ
り
、
唯
夫
丈
け
で
足
る
筈
で
あ
る
。
問
題
は
財
政
叉
は
租
税
の
大
さ
と
固
民
経
料
の
之
を
負
婚
し
得
る

大
さ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
租
税
と
國
民
経
惰
と
の
割
合
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
更
に
詳
言
す
な
ら
ば
固
民
所
得

の
分
配
朕
態
と
和
税
閤
系
が
共
上
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
國
民
経
涜
に
と
り
て
租
税
が
煎
要
な
意
義
を
有
し

た
い
時
、
租
税
は
國
民
経
演
の
褻
逹
を
阻
害
し
得
な
い
。
反
封
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。
更
に
考
慮
す
べ
き
は
経
費

の
作
用
で
あ
る
。
た
と
へ
租
稔
が
國
民
経
齊
の
発
逹
を
阻
害
す
る
様
に
徴
牧
さ
れ
よ
う
と
も
、
経
費
の
使
用
が
共

併、
財
政
々
策
的
原
則
は
國
民
経
滸
的
原
則
を
必
然
的
に
伴
ふ
事
は
、
フ
ォ
オ
ゲ
ル
及
び
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
の
主
張
し

租
稔
原
則
論
の
一
考
察
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國
民
網
清
的
原
則
に
優
位
を
典
へ
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

第

四

輩

彼
逹
を
促
す
方
面
に
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
こ
に
相
殺
作
舟
が
行
は
れ
る
年
1

で
あ
る

J

勿
高
以
上
の
項
は
具
閥
的

引
柄
に
駈
し
各
場
合
に
就
て
云
ひ
得
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
國
民
紐
惰
の
夜
逹
を
促
す
勁
因
は
敗
多
あ
る

S

財
政

殊
に
此
場
合
に
は
租
税
が
國
民
経
洲
の
褒
逹
を
阻
害
し
得
る
力
は
夫
等
の
動
囚
に
判
し
て
布
す
る
祖
税
の
翫
要
さ

に
よ
り
て
定
ま
る
。
寄
生
物
た
る
財
政
が
鼠
民
経
清
を
決
定
的
に
動
か
し
得
る
と
は
息
は
れ
な
い
。
勿
論
財
政
が

盆
々
重
要
さ
を
増
加
し
つ
＼
あ
る
事
は
事
碇
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
前
述
の
如
く
引
税
の
阻
害
的
作
用
は

純
費
の
促
進
的
作
用
に
よ
り
て
相
設
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
財
政
々
策
的
原
則
は
必
然
に
國
民
続
料
的

フ
す
オ
ゲ
ル
の
如
く
、
二
原
則
を
一
原
則
に
綜
合
す
る
事
は
不
合
理
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
彼
自
身
も
二
原
則

の
背
反
を
認
め
て
ゐ
る
。
勿
諭
彼
は
此
背
反
を
将
来
へ
の
作
用
を
取
入
れ
て
解
消
せ
む
と
し
た
が
、
そ
れ
は
既
に

ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
、
財
政
々
策
的
旗
則
の
論
理
必
然
的
補
充
原
則
と
し
て
給
付
能
力
原
則
を
定
立
し
た
事
は
前

に
述
べ
た
。
乍
併
、
之
等
二
原
則
の
間
に
は
必
然
的
闘
聯
は
な
い

C

財
政
々
策
的
原
則
は
む
し
ろ
フ
ォ
オ
ゲ
ル
の

如
く
闊
民
経
洲
的
原
則
と
よ
り
密
接
に
闘
聯
す
る
。
従
来
の
質
例
に
よ
れ
ば
、
給
付
能
力
少
き
下
肝
階
級
が
多
く

の
租
税
を
負
搾
す
る
事
に
よ
り
て
、
査
本
の
蓄
杭
を
促
進
せ
し
め
、
國
民
続
滸
の
疲
逹
か
く
て
叉
租
税
源
泉
の
涵

第

三

巻

瓶
則
を
伴
ふ
と
云
ふ
事
は
出
来
な
い
。

三



最
後
に
、

養
従
て
隈
富
な
る
租
税
牧
入
と
云
ふ
事
が
可
能
に
せ
ら
れ
た
。
従
て
給
付
能
力
原
則
は
、
税
源
培
養
の
必
要
の
一
畢

質
か
ら
は
生
れ
て
来
な
い
。
従
て
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
の
説
も
一
定
の
理
想
又
は
憤
値
を
豫
想
せ
す
し
て
は
困
難
な
様

に
考
へ
ら
れ
る
。

て
見
よ
う
。

第
一

1

一
巻

フ
ォ
オ
ゲ
ル
に
よ
り
て
分
立
せ
し
め
ら
れ
た
財
政
々
策
的
原
則
と
公
正
の
原
則
と
の
闘
係
を
考
察
し

フ
す
オ
ゲ
ル
は
公
正
の
原
則
を
國
家
目
的
の
下
に
従
属
せ
し
め
た
。
共
意
味
で
は
公
正
と
云
ふ
倫
理
的
原
則
で

は
な
い
。
藍
し
公
正
と
云
ふ
倫
理
的
素
要
は
他
の
目
的
叉
は
理
想
に
支
配
さ
れ
る
を
許
さ
れ
な
い
か
ら
し
然
ら
ば

租
税
配
分
原
則
と
し
て
の
所
謂
此
公
正
の
原
則
は
如
何
た
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

フ
ォ
オ
ゲ
ル
の
説
は
、
財
政
々

策
的
原
則
を
中
心
と
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
夫
は
牧
入
を
中
心
と
し
た
る
原
則
で
あ
り
ワ
グ
ナ
ー
の
此
概
念
に
就

て
の
説
と
の
相
違
は
、
牧
入
目
的
を
箪
な
る
財
政
自
閤
の
牧
入
と
解
せ
中
し
て
國
民
経
渭
の
疲
展
に
基
く
財
政
の

牧
入
を
考
へ
た
事
に
あ
る
事
は
前
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
。
此
牧
入
目
的
を
中
心
と
す
る
考
へ
は
共
租
税
配
分
原

則
に
ま
で
撰
大
さ
れ
て
始
め
て
共
全
き
を
得
る

J

フ
ォ
オ
ゲ
ル
は
云
ふ
。
「
吾
々
は
此
場
合
財
政
の
究
極
目
的
（
牧

入
目
的
）
に
、
財
政
學
的
意
味
で
間
接
に
織
込
ま
れ
る
も
の
ょ
範
園
を
可
成
り
大
き
く
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ら
う
。
即
ち
租
税
の
総
ゆ
る
経
演
的
機
能
並
び
に
作
用
、
社
行
的
並
び
に
倫
理
的
負
控
配
分
に
就
て
の
総
ゆ
る
問
題

租
税
原
則
論
の
一
考
察
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は
、
夫
等
が
結
局
、
税
源
に
よ
り
租
税
目
的
盆
牧
入
目
的
）
を
永
績
的
に
逹
成
す
る
に
役
立
つ
限
り
、
財
政
的
國

庫
的
目
的
設
定
に
風
す
る
」
と
。
だ
か
ら
倫
理
的
租
税
配
分
も
常
に
牧
入
（
現
在
並
び
に
将
米
の
）
、
そ
れ
故
に
叉
牧

入
源
を
涵
養
す
る
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
國
民
経
滸
的
原
則
と
何
等
異
る
所
は

た
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
國
民
経
滸
的
原
則
も
牧
入
源
の
涵
養
に
閥
す
る
課
税
原
則
た
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
ハ

イ
ド
リ
ッ
ヒ
は
租
税
負
控
配
分
原
則
と
し
て
の
國
民
経
渭
的
原
則
に
照
應
す
る
給
付
能
力
原
則
の
み
を
認
め
た
事

は
既
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
。
グ
ー
ト
マ
ン
も
、
経
溝
的
合
目
的
性
の
課
税
原
則
が
。
道
徳
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た

る
要
求
と
し
て
の
納
税
力
あ
る
経
溝
主
開
の
一
般
的
並
び
に
平
等
的
捕
捉
の
要
求
に
も
妥
賞
す
る
事
を
述
べ
て
ゐ

る
。
國
民
経
済
的
原
則
は
夫
自
開
配
分
原
則
で
あ
る
。
此
立
場
か
ら
は
そ
れ
以
外
の
配
分
原
則
は
な
い
筈
で
あ
る
。

若
し
國
民
経
洲
的
原
則
に
封
立
す
る
如
き
公
正
原
則
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
。
た
と
へ
此

射
立
的
二
原
則
を
有
機
的
國
家
観
に
基
く
線
開
利
盆
の
立
場
か
ら
統
一
し
得
た
と
し
て
も
、
此
場
合
の
國
家
目
的

は
抽
象
的

e
あ
り
何
等
具
骰
的
指
導
目
的
又
は
立
場
と
な
り
得
た
い
。
従
て
賓
際
上
の
指
導
原
理
と
た
る
為
に
は

二
つ
の
封
立
す
る
原
則
を
包
含
し
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
公
正
原
則
は
國
民
経
清
原
則
に
吸
牧
さ
れ
る
か
、
夫

に
抵
隣
し
な
い
範
固
に
於
け
る
公
正
原
則
た
る
か
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
於
て
は
既
に
國
民
経
済
的
原
則
に
鉗

立
す
る
も
の
で
は
た
い
か
た
、
最
早
原
則
と
し
て
獨
立
な
る
存
在
を
要
求
し
得
な
い
。

租
税
原
則
論
の
一
考
寒
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及
び
マ
ン
の
説
の
輪
廓
を
述
べ
、

そ
れ
に
鉗
し
て
吟
味
を
加
へ
度
い
と
息
ふ

3

b

紐

清

説

策
―
―
―
巻

以
上
に
於
て
財
政
々
政
策
的
原
則
を
中
心
と
す
る
租
税
原
則
論
に
就
て
の
吟
味
を
終
っ
た
。

一
三
四

此
詭
に
封
し
て
提
出
さ
れ
た
問
題
に
野
す
る
解
答
は
、
財
政
々
策
的
原
則
は
租
税
原
則
と
し
て
の
表
格
を
有
し

な
い
事
で
あ
っ
た
。
従
て
牧
入
目
的
を
以
て
租
税
原
則
を
統
一
す
る
事
は
出
来
な
い
。
他
方
此
説
の
論
者
は
、
財

政
々
策
的
原
則
よ
り
も
國
民
経
漕
的
原
則
に
、
意
識
的
に
か
、
或
は
無
意
識
的
に
か
事
質
上
の
重
要
を
罹
く
傾
向

が
あ
る
。
そ
の
事
は
租
税
原
則
の
構
成
観
幽
と
し
て
租
税
の
國
民
続
齊
的
作
用
の
方
面
の
重
要
観
を
意
味
す
る
。

か
＼
る
立
場
か
ら
租
税
原
則
を
構
成
せ
む
と
す
る
限
り
一
定
の
理
想
又
は
目
的
を
前
提
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い

3

蓋
し
租
税
原
則
を
國
民
続
清
的
に
構
成
す
べ
し
と
云
ふ
事
は
一
定
の
立
場
に
於
て
の
み
云
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
。
此
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
理
想
又
は
目
的
を
明
確
な
ら
し
め
な
い
時
は
矛
眉
す
る
原
則
を
封
立
せ
し
め
る

恐
れ
が
あ
る
事
で
あ
る
。
従
て
租
税
原
則
を
統
二
9

べ
き
目
的
又
は
立
場
は
、
國
家
の
理
想
と
云
ふ
如
き
形
式
的

無
内
容
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

租
税
原
則
又
は
課
税
原
理
を
経
滸
原
則
に
よ
り
て
構
成
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
謀
税
現
象
の
性
質
上

か
ら
謀
税
原
理
は
経
滸
原
則
に
よ
り
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
立
場
で
あ
る
。
こ
＼
に
は
リ
チ
ッ
ュ
ル

租
税
原
則
論
の
一
考
察
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之
筍
の
説
は
何
故
に
経
滸
原
則
に
よ
り
て
課
税
原
理
を
構
成
せ
む
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
自
足
完
了
詭
と
し
て

之
等
の
詮
は
倫
理
的
立
場
を
と
ら
す
し
て
如
何
に
し
て
共
説
を
基
礎
付
け
む
と
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
問
題
は
此

リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
「
課
税
は
、
自
由
組
織
の
国
民
経
演
の
分
配
過
程
に
於
て
、
既
に
國
民
各
自
の
所
得
経

渭
に
流
入
せ
る
所
得
の
一
部
を
練
棚
欲
望
充
足
の
為
の
手
段
を
有
せ
ざ
る
線
開
経
溝
へ
の
移
轄
で
あ
る
。
か
く
て

内
客
上
競
争
欲
望
（
個
人
欲
望
と
線
開
欲
望
）
へ
の
充
足
手
段
の
振
り
営
が
問
題
と
な
る
。
課
税
は
か
く
て
経
演

現
象
で
あ
り
、
個
人
の
場
合
に
最
大
効
果
を
霞
現
せ
し
む
べ
ぎ
親
清
原
則
の
支
闇
の
下
に
行
は
れ
る
経
齊
過
程
と

同
様
な
経
溝
過
程
で
あ
る
。
諜
税
は
内
容
上
鰹
清
現
象
で
あ
る
が
故
に
課
税
は
経
溝
的
に
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
。
リ
ッ
チ
ュ
ル
は
観
済
を
欲
望
充
足
手
段
の
調
逹
だ
と
考
へ
る
か
ら
、
練
骰
欲
望
充
足
の
た
め
の
手
役
調

逹
で
あ
る
租
税
は
経
済
現
象
で
あ
る
。
然
も
此
場
合
個
人
欲
望
と
線
閥
欲
望
と
は
同
一
手
役
（
所
得
）
に
よ
り
て

充
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
個
人
の
場
合
に
於
け
る
と
同
様
夫
等
欲
望
は
最
大
の
効
果
を
得
る
様
に
充
足

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
彼
は
諜
税
の
本
質
か
ら
謀
税
原
理
を
導
き
出
さ
む
と
す
る
黙
に
自
足
完
了
的

マ
ン
の
詮
明
は
明
確
で
は
な
い
が
其
の
出
痰
黙
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
財
政
は
私
経
溝
と
相
並
ん
で
國
民
経
演

黙
か
;
始
ま
る

J

第

三

巻

33) Hans Ritschl, Theorie der Staatswirtsd:aft und Besteuerung, 1925 
. s. 136. 

34) Ritschl, a. a. 0. S.14--5. 



の
一
要
素
を
た
す
が
、
財
政
は
私
経
済
に
依
存
し
て
ゐ
る
。
此
依
存
闘
係
は
盆
々
國
民
経
涜
過
程
と
財
政
経
消
過

程
を
必
然
的
に
聯
結
す
る
。
か
く
て
最
少
手
段
又
は
最
大
効
果
の
原
則
、
即
ち
経
消
原
則
が
、
國
民
継
渭
に
於
け

る
如
く
財
政
に
於
て
も
支
配
す
る
。
経
溝
原
則
を
財
政
に
適
用
す
る
意
味
に
於
て
そ
れ
は
財
政
経
漬
原
則
と
云
ヘ

よ
う
。
従
て
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
財
牧
は
私
繹
溝
に
依
存
し
、
二
者
の
間
に
は
密
接
な
る
聯
絡
が
あ
る
。
だ
か
ら
財

政
は
國
民
経
溝
を
阻
害
し
な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
財
政
に
於
て
も
経
齊
原
則
が
必
要
と
た
る
。

「
大
蔵
大
臣
は
、
國
家
機
閥
の
運
行
の
み
な
ら
す
其
國
の
経
瀕
力
が
最
大
と
た
る
様
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

⑳
 

夫
故
に
財
政
経
齊
の
作
用
範
園
は
一
般
経
惰
政
策
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
」
の
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、
前
者
に
於
て
は
財
政
と
私
経
憐
の
封
立
に
於
け
る
調
和
を
、
後
者
は
財
政
の
私
経
惰
へ
の
順
態
を
共

に
経
溝
原
則
に
よ
り
て
求
め
む
と
す
る
虞
に
差
異
が
見
出
さ
れ
る
。
問
題
は
此
継
澳
原
則
に
於
け
る
効
果
の
内
容

如
何
で
あ
り
、
夫
に
基
き
て
如
何
た
る
租
税
原
則
を
構
成
す
る
か
で
あ
る
。
従
て
又
此
原
則
を
構
成
す
る

t
場
は

何
で
あ
る
か
で
あ
る
。

蓋
し
経
溝
原
則
自
個
は
何
等
租
税
原
則
構
成
に
針
す
る
立
場
を
典
へ
得
な
い
か
ら
。

る
場
合
に
、

一
定
派
の
手
段
を
相
互
に
競
争
す
る
欲
望
に
振
常
よ
う
と
す

理
性
の
あ
る
個
人
は
此
一
定
祉
の
手
段
に
よ
り
て
最
大
の
効
果
を
得
む
と
す
る
経
溝
原
則
に
よ
り
て

リ
ッ
チ
ュ
ル
の
説
の
要
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
る
所
に
よ
れ
ば
、

リ
ッ
チ
ュ
ル
、

マ
ン
共
に
財
政
が
私
経
溝
に
依
存
す
る
事
を
認
め
る
貼
は
同
様

租
稔
原
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

七
七
四

第

四

絨

―-＝一六

35) Mann, Grundsatze, S. 77. 
36) Mann, Vom Wesen der Finanzwirtschaft, Jahrbticher filr National-

iikonomie und Statistik, 1929, S. 36. 
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個
人
欲
望
の
社
會
的
重
要
度
に
就
て
。
祉
會
的
に
重
要
な
る
個
人
欲
望
の
順
位
は
、
物
理
的
牛
存
欲
望
、
社
會

に
よ
り
て
概
略
的
に
之
を
説
明
し
よ
う
。

七
七
五

第

四

就

夫
を
行
ふ
で
あ
ら
う
。
即
ち
一
定
丘
●
の
手
段
に
よ
り
て
最
重
要
な
る
欲
睾
稲
類
及
び
欲
望
の
輩
位
が
煎
要
な
ら
ざ

る
も
の
に
先
立
ち
て
充
足
さ
れ
ろ
事
に
よ
り
て
最
大
の
効
果
の
獲
得
が
努
力
さ
れ
る
。
総
個
人
斯
る
個
人
と
同
様

に
共
欲
望
充
足
の
た
め
に
経
清
を
螢
む
。
線
儒
も
又
一
定
手
段
量
に
よ
り
て
自
己
に
と
り
て
軍
要
度
の
等
し
か
ら

ざ
る
諧
種
の
欲
望
並
び
に
欲
幣
箪
位
に
野
す
る
。
諜
税
が
経
費
的
に
行
は
る
＼
為
に
は
、
線
開
並
び
に
個
人
の
欲

望
と
夫
等
の
欲
望
箪
位
は
練
開
又
は
共
機
闘
に
よ
り
て
評
債
さ
れ
、
夫
等
の
重
要
度
の
順
位
に
陪
つ
て
充
足
さ
れ

た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今

H
の
経
痘
制
度
の
下
に
於
て
、
個
人
欲
望
と
総
憫
欲
望
と
の
親
齊
的
比
例
的
充
足
の
目

的
を
逹
す
べ
き
だ
と
す
る
た
ら
ば
、
た
ほ
よ
り
重
撒
な
る
線
腔
欲
望
が
充
足
さ
れ
た
い
限
度
に
於
て
個
人
欲
望
に

針
應
す
る
手
段
載
の
経
壼
的
比
例
的
縮
少
要
求
の
課
税
原
理
が
生
す
る
e

課
税
に
於
て
純
滸
原
則
の
賓
現
は
、
租

38 

税
麓
と
共
に
租
税
の
配
分
を
規
定
す
る
。

乍
併
以
上
の
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
説
明
は
非
常
に
形
式
的
で
あ
り
、
租
税
政
策
を
指
導
し
得
る
如
き
具
開
的
な
る
説

明
は
な
い
。
吾
々
は
此
説
明
を
求
め
る
為
欲
確
の
軍
要
度
は
何
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
聰
盟

又
は
北
ハ
機
闊
の
評
憤
の
規
準
と
な
る
欲
望
の
重
要
度
の
内
容
如
何
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

三

巻

リ
ッ
チ
ュ
ル

一
三
七

37) Vgl. Ritschl, a. a. 0., S. 151-2. 
38) Vgl. Ritschl, a. a. 0., S. 188. 



考
慮
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

租
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則
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考
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第

三

巻

―-＝-八

的
生
存
欲
望
、
文
化
欲
望
、
休
養
、
運
動
｀
普
通
教
育
、
藝
術
的
享
繁
に
封
す
る
欲
望
等
で
あ
る

3

衣
服
、
住
居

に
於
け
る
奢
移
及
び
物
質
的
な
る
個
人
的
享
業
に
封
す
る
欲
望
に
は
消
極
的
社
會
的
債
値
が
典
へ
ら
れ
る

3

概
括

す
れ
ば
、
穂
罷
は
生
存
欲
望
の
軍
要
性
を
充
分
認
め
｀
自
由
所
得
の
培
大
す
る
と
共
に
充
足
さ
れ
る
欲
望
に
封
し

て
は
、
最
初
は
徐
々
に
後
に
急
速
に
低
下
す
る
社
會
的
頂
要
性
を
採
用
す
る
で
あ
ら
う
。

乍
併
、
此
琺
の
み
か
ら
課
税
を
行
ふ
場
合
に
は
所
得
分
配
に
大
な
る
斐
化
を
宋
さ
し
め
國
民
経
贅
の
混
乱
を
生

す
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
は
生
産
従
て

又
國
民
経
溝
は
衰
退
し
所
得
の
総
椛
は
減
退
し
、

課
税
に
於
け
る
網
潰
性

を
福
績
し
て
貨
現
す
る
事
は
出
来
た
い
様
に
な
る
だ
ら
う
。
だ
か
ら
彼
は
課
税
に
於
て
は
國
民
経
慣
の
衰
退
を
米

さ
た
い
様
に
し
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
と
考
へ
る
。
従
て
次
の
軍
が
課
税
に
於
て
は
、
欲
望
の
社
會
的
軍
要
度
と
共
に

．
努
働
力
の
経
齊
的
利
用
に
就
て
。
線
儒
は
個
人
の
輻
祉
に
到
し
て
は
最
早
重
要
性
を
典
へ
な
い
所
の
璽
要
な
ら

ざ
る
欲
望
に
封
し
て
も
、
努
働
力
の
経
漬
的
利
用
の
立
場
か
ら
一
定
の
百
要
性
を
典
へ
る
。
だ
か
ら
増
加
す
る
自

由
所
得
に
よ
り
て
充
足
さ
れ
る
個
人
欲
望
の
社
會
的
霞
要
性
の
降
下
曲
線
は
零
に
な
っ
て
は
た
ら
な
い
。
む
し
ろ

⑩
 

尚
生
産
力
の
増
大
へ
の
剌
戟
が
存
在
す
べ
き
限
り
夫
以
上
の
黙
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

資
本
の
形
成
に
就
て

J

現
代
の
経
演
秩
序
の
下
に
於
て
は
、
所
得
は
消
費
に
支
出
さ
れ
る
外
資
本
の
形
成
に
役

七
七
六

第

四

硫

39) Vgl. Ritschl, a. a. 0., S. 194~ 6. 
花戸詑祓殺授、新課税原珂根設 と其批打、國民翻荻雑誌ー第五十二巻

竺跛、 ：：：十二頁参照。
40) Vgl. Ritschl, a. a. 0., S. 196, 190-1. 



よ
う
。
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ーヒ
七・
il.: 

第

四

琥

つ
。
資
本
形
成
は
特
来
の
用
意
に
封
す
る
欲
望
か
ら
か
又
は
無
限
の
椛
力
欲
か
ら
起
る。

此
中
将
米
の
用
意
の
鯰

の
資
本
形
成
は
、
確
定
所
得
た
き
場
合
又
は
扶
養
家
族
の
ゐ
る
場
合
に
は
社
會
的
軍
要
性
が
大
で
あ
る
が
、
所
得

の
増
加
と
共
に
共
軍
要
度
は
減
少
す
る
。
樅
力
欲
に
基
く
安
本
形
成
は
、
個
人
的
闘
係
上
は
何
等
の
計
會
的
東
要

性
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
個
人
の
利
己
心
の
衝
動
に
よ
っ
て
個
人
が
行
ふ
一
の
必
要
な
る
祉
會
的
職
能
の
貼
で
一

定
の
璽
要
性
が
典
へ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
姿
本
形
成
の
社
會
的
軍
要
性
の
低
下
は
、
所
得
の
増
加
と
共
に
停
止
し
不

愛
の
市
要
度
を
示
す
に
至
る
。

之
婚
の
三
つ
の
要
素
を
考
慮
す
る
事
に
よ
り
て
彼

の
経
溝
的
謀
税
原
則
の
内
容
の
綸
廓
を
底
ふ
噸
が
出
米
る
で

あ
ら
う
。
そ
れ
は
所
得
の
消
費
部
分
と
生
南
部
分
（
努
働
剌
戟
と
安
本
形
成
）
に
到
す
る
計
會
的
煎
要
性
を
規
準

と
し
て
課
税
原
則
が
構
成
さ
る
べ
き
事
を
示
し
て
ゐ
る
＂
そ
れ
は
又
國
民
経

涜
の
中
に
於
け
る
財
政
と
私
経
溝
間

の
所
得
分
配
に
就
て
の
規
準
で
あ
る
。
か
4
る
課
税
原
理
の
吟
味
を
行
ふ
前
に
マ
ン
の
謀
税
原
理
を
考
察
し
て
見

る
が
、 マ

ン
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
同
様
に
継
惰
原
則
が
謀
税
原
理
の
捧
成
に
於
て
も
基
礎
と
た
る
事
は
前
述
し
た
所
で
あ

リ
ヅ
チ
ュ
ル
が
私
経
料
と
財
政
と
の
釘
應
脳
係
に
お
い
て
諜
税
原
理
を
定
立
し
た
の
に

マ
ン
は
牧
入
と
し

て
の
租
税
か
ら
出
痰
し
て
課
税
原
迎
を
組
立
よ
う
と
拭
み
る。

従
て
附
者
の
間
に
課
税
原
理
の
相
謀
を
生
す
る
事

第

三

巻

一
三
九

41) Vgl. Ritschl, a. a. 0. S. 197. 

托FI紋授、前掲論文、二十三一四衣参照。



租
税
は
補
助
的
財
政
手
段
で
あ
る
。
前
代
未
聞
の
租
税
経
清
の
撰
大
を
来
し
た
近
時
に
於
て
さ
へ
、
大
蔵
大
臣

叉
は
公
共
家
計
の
指
導
者
は
螢
利
牧
入
及
び
手
敷
料
に
よ
り
て
充
足
さ
れ
ざ
る
需
要
の
み
を
租
税
に
よ
り
て
調
逹

せ
む
と
す
る
。
此
性
質
か
ら
「
公
共
家
計
に
於
て
は
租
税
は
箪
に
補
助
機
能
を
螢
む
」
と
云
ふ
第
一
原
理
が
生
す

る
。
之
は
ワ
グ
ナ
ー
に
於
け
る
財
政
々
策
的
原
則
の
中
の
課
税
の
充
分
性
の
原
則
に
あ
た
る
。
即
ち
租
税
は
、
夫

に
よ
り
充
足
さ
る
べ
ぎ
需
要
額
だ
け
微
牧
さ
れ
る
事
に
釘
す
る
要
求
で
あ
る
。
此
要
求
は
引
税
が
國
民
経
渭
に
封

す
る
阻
害
手
段
で
ろ
事
並
び
に
前
述
の
財
政
経
清
原
則
の
支
配
か
ら
の
常
然
の
鯰
結
で
あ
る
。

更
に
此
第
一
原
珊
か
ら
租
税
配
分
へ
の
原
理
が
導
き
出
さ
れ
る
。
非
合
目
的
な
る
引
税
南
分
の
方
法
は
特
来
の

租
税
徴
牧
可
能
従
て
財
政
自
個
の
将
来
を
危
ふ
く
す
る

7

従
て
租
税
配
分
は
税
源
を
枯
渇
し
た
い
様
に
行
は
れ
な

経
清
社
會
の
各
成
員
が
均
等
に
共
力
に
應
じ
て
納
税
す
る
場
合
成
員
に
最
小
の
犠
牲
が
諜
せ
ら
れ
得
る
。
全
骰

の
國
民
続
惰
的
並
び
に
財
政
続
清
的
給
付
能
力
は
、
租
税
が
各
人
の
力
に
適
應
す
る
屯
如
何
に
依
存
す
る
。
各
成

員
が
共
力
に
應
じ
て
納
税
す
る
場
合
に
最
大
の
負
換
能
力
が
生
す
る
。
均
等
犠
牲
原
則
と
最
小
犠
牲
原
則
と
は
一

致
す
る
。
例
へ
ば
一
定
数
の
富
者
か
ら
共
所
得
の
一
部
を
微
牧
す
る
事
に
よ
り
て
一
定
机
税
額
を
調
逹
し
、
共
窟

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
負
捺
配
分
の
問
題
解
決
の
鍵
が
あ
る
。

は
明
ら
か
で
あ
る
。

租
税
原
則
論
の
一
考
察

第
一
一
一
巻
七
七
八

第

四

競

一
四

0

42) Mann, Grundsiitze, S. 7'1. 
43). V gl. Mann, grundsiitze, S. 79. Anm. I. 
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四

一
、
平
等
の
角
控
が
問
題

者
の
犠
牲
が
納
税
義
務
者
の
範
園
を
廣
め
る
事
に
よ
り
て
最
後
に
課
税
さ
れ
る
社
會
群
の
犠
牲
よ
り
小
な
る
場
合

は、

口取
小
犠
牲
の
原
則
も
平
等
犠
牲
の
原
則
も
共
に
賓
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し
納
税
義
務
者
の
範
園
を
撰
大
す
れ

ば
納
税
力
の
弱
き
者
は
課
税
さ
れ
平
筈
犠
牲
の
原
則
に
反
す
る
項
に
な
る
か
ら
。
此
例
で
は
貧
富
の
懸
隔
が
甚
だ

し
く
且
つ
財
政
需
要
が
小
な
る
事
が
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
二
原
則
が
一
致
す
る
様
に
は
見
え
た
い
。

き
財
政
需
要
の
培
大
せ
る
時
代
に
は
、
最
小
の
租
税
犠
牲
原
則
も
一
般
に
納
税
義
務
者
の
範
間
を
更
に
廣
め
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
此
平
等
犠
牲
の
質
現
に
は
二
つ
の
事
を
注
意
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。

は
構
成
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

現
代
の
如

と
な
る
の
は
個
人
に
於
て
で
は
た
く
家
族
間
に
於
て
ゞ
あ
る
。
二
、
平
等
の
犠
牲
は
一
租
税
に
就
て
ゞ
は
な
く
租

税
髄
系
に
於
て
の
平
等
犠
牲
で
あ
る
。

か
く
て
此
租
税
閥
系
に
於
け
る
平
等
が
第
二
の
課
税
原
理
で
あ
る
。

租
税
は
犠
牲
な
り
と
し
て
財
政
親
滑
原
則
に
基
き
固
民
繰
演
上
最
小
の
犠
牲
の
要
求
が
生
す
る
。
和
税
は
更
に

桔
極
的
に
税
源
を
増
大
す
る
様
に
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
が
そ
れ
に
就
て
の
秒
極
的
課
税
原
理

註
マ
ゾ
は
租
税
原
則
に
就
て
骰
系
的
な
る
も

の
を
完
成
し
て
は
ゐ
な
い
。
彼

の
論
文
「
課
税

の
諸
原
理
」
に
於
て
以
上

の

外
第
一
ー
ー
の
原
理
Q

生
産
促
進
的
原
理
と
な
る
で
あ
ら
う
所
の
も
の
）
を
轄
嫁
論
の
分
括
か
ら
忌
き
出
す
意
岡
の
あ
る
事
を
述

べ
て
ゐ
る
が
、
其
説
明
を
保
留
し
て
ゐ
る
。
何
最
近
の
著
書
「
現
代
の
國
家
細
浣
」
に
於
て
は
、
現
代
の
如
（
國
民
網
浣
に

到
す
る
財
政
の
煎
要
性
が
増
加
し
て
ゐ
る
統
制
粗
織
の
時
代
に
於
て
は
、
財
政
々
策
に
於
て
同
庫
主
義
は
衰
（
、
純
浣
政
策

44) Mann, Grundsatze, S. 7う一82.
Vgl. auch Mann, Zur Frage der steuerlichen L'lstei:1verteilung, Jahrb. 
f. Nt. u. St. 124 Bd. III. Falge. f,9. Bd. 1925, S. 36-7. 

45) Mann, Grundsさtze,S. 78. Zur Frage, S. 76. 



以
上
の
説
に
釘
し
て
は
、
本
稿
の
目
的
上
、
二
つ
の
黙
か
ら
吟
味
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

質
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
る
経
清
的
原
則
は
課
税
原
理
の
構
成
に
釘
し
て
指
導
目
的
た
り
得
る
か
、
二
、
若
し
然
ら

す
と
す
る
な
ら
は
此
説
の
謀
税
原
珂
構
成
の
事
質
上
の
指
導
目
的
は
何
で
あ
る
か
、
か
L

る
指
導
目
的
と
謀
税
原

理
と
の
間
に
矛
肝
が
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
以
下
之
等
の
問
題
に
就
て
簡
輩
に
考
察
し
て
見
よ
う
。

マ
ン
の
説
明
は
明
確
さ
を
欠
ぐ
か
、

lJ
ッ
チ
ュ
ル
と
同
様
現
欽
の
本
質
即
ち
存
在
を
恨
設
的
に
設
定
さ
れ
た
指

導
目
的
と
し
て
課
税
原
理
を
構
成
す
る
と
考
へ
て
吟
味
し
よ
う
。

此
説
に
於
て
は
課
税
原
耶
を
椅
成
す
ろ
指
導
目
的
は
親
滸
原
則
で
あ
っ
た

3

然
し
乍
ら
此
続
惰
原
則
は
目
的
と

手
段
と
の
闘
係
に
就
て
の
合
理
的
行
動
を
示
す
一
種
の
合
理
性
の
原
則
に
外
な
ら
な
い
。
何
が
目
的
で
あ
る
か
を

X 
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X 

的
並
び
に
純
茫
改
良
的
目
的
が
財
政
々
策
を
支
配
す
る
様
に
な
り
、
他
方
財
政
々
策
は
細
浣
政
策
の
煎
要
な
る
手
段
と
な
り

か
く
て
財
政
々
策
の
翻
浣
化
が
賞
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
詫
い
て
ゐ
る
。
従
て
税
源
涵
養
が
負
探
分
配
の
最
高
の
細
浣
原
踵

と
な
る
。
然
し
此
場
合
の
マ
ン
の
説
い
て
ゐ
る
財
政
々
策
は
現
官
政
策

(
R
e
a
l
p
o
l
i
t
i
k
)

即
ち
事
竹
芦
仁
灯
は
れ
て
ゐ
る
政

策
で
あ
り
、
一
定
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ
た
る
賞
代
と
し
て
の
政
策
と
は
異
る
。
径
で
述
べ
る
様
に
プ
等
細
沖
政
策
的

H
的

（
生
陀
促
池
的

H
的
）
と
鯉
沢
改
良
的

H
的
（
社
令
政
策
的

H
的
）
と
は
性
質
の
異
る
も
の
で
あ
り
、
夫
等
を
共
に
賞
現
す

る
財
政
々
策
論
は
論
理
的
に
矛
盾
す
る
も
の
と
思
ふ
。
唯
現
賞
政
策
と
し
て
の
財
政
々
策
の
み
シ
等
二

H
的
を
同
時
に
追
求

し
得
る
。
従
て
珂
論
的
財
政
々
綾
と
現
官
財
政
々
策
と
は
判
然
と
麗
別
さ
れ
わ
ば
な
ら
な
い
。
ゎ

七
八
〇

一
、
は
現
象
の
本

第

四

賊

一
四

-46) Mann, Lie Staatswirtschaft unserer Zeit. 1930. S. 37-8. 43-4. 



そ
こ
に
は
國
家
目
的
か
ら
生
す
る
総
閥
欲
望
と
、

七
八

第

四

輩

一
四

（
所
得
の
各
部
分
に
應
す
る
）
個
人
欲
望
と
が
酎
立
す
る
。
そ

決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
て
手
段
の
開
系
と
し
て
の
謀
税
諸
原
理
に
灯
し
て
指
導
目
的
と
な
り
得
ざ
る
噸
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
課
税
原
理
の
事
質
上
の
指
導
目
的
は
何
で
あ
ら
う
か
。

の
課
税
原
理
の
内
容
が
相
異
し
て
ゐ
る
事
か
ら
、
此
事
貨
上
の
指
導
目
的
に
就
て
も
夫
々
に
就
て
吟
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

此
指
導
目
的
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
於
て
は
前
述
し
た
所
の
欲
望
の
社
會
的
重
要
性
で
あ
る
●
此
重
要
性
に
よ
り
て

こ
そ
課
税
に
於
て
経
清
原
則
が
質
現
さ
れ
る
。
然
も
此
祉
會
的
重
要
性
は
輩
一

な
る
も
の
で
は
な
い
。

此
軍
要
度
の
内
容
を
規
定
し
た
も
の
は
上
述
―
―・要
素
即
ち
消
費
的
欲
望
の
社
會
的
債
値
、
國
民
の
努
働
生
産
力
の

社
會
的
憤
値
及
び
資
本
形
成
の
社
會
的
債
値
で
あ
っ
た
。
之
等
の
社
會
的
債
値
こ
そ
謀
税
原
理
構
造
の
指
導
目
的

で
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

租
税
犀
則
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の
一
考
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第
一
―
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巻

マ
ン
と
リ
ッ
チ
ュ
ル

之
等
の
一
二
要
素
は
所
得
の
大
さ
の
各
段
階
に
封
し
て
夫
等
の
使
｛
述
を
推
定
し
て
各
々
に
一
定
の
重
要
度
を
認
め

ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
一
定
額
の
所
得
は
必
要
消
費
に
充
営
せ
ら
れ
、
夫
以
上
は
奢
修
的
消
費
又
は
生
産

投
資
に
向
け
ら
れ
る
と
推
定
し
、
夫
等
の
用
途
に
鉗
し
て

一
定
の
社
會
的
重
要
度
を
典
へ
る
如
き
。
乍
併
謀
税
を

経
慣
原
則
に
随
て
行
ふ
に
は
之
等
の
計
命
的
重
要
性
と
綿
帽
欲
望
の
軍
要
性
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



ti 
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れ
等
の
各
々
に
典
へ
る
社
合
的
重
要
度
は
何
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
る
か
。
そ
れ
等
の
欲
望
に
野
し
て
典
へ
ら
れ
る

社
會
的
軍
要
度
を
決
定
す
る
標
準
が
あ
っ
て
始
め
て
此
設
は
論
理
的
統
一
が
可
能
と
た
る
。
か
4

る
究
極
的
統
一

椋
準
を
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
於
て
は
見
出
し
得
な
い
。

エ
ン
ゲ
リ
ス
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
同
様
に
財
政
と
私
絢
浣
と
の
調
和
を
求
め
る
と
云
ふ
方
法
で
課
税
原
理
を
見
出
す
の
で
あ

る
が
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
如
（
総
怜
欲
望
と
個
人
欲
望
と
を
比
較
す
る
事
は
論
珊
的
誤
り
と
し
、
客
郡
的
効
用
（
國
民
の
生
命
、

偲
康
、
文
化
に
到
し
國
家
活
動
か
ら

4
ず
る
効
用
）
と
客
践
的
損
失
（
所
得
課
税
か
ら
生
ず
る
國
民

の
生
命
、
億
康
、
文
化
に

甜

す
る
損
害

及
び
閾
民
細
沢
の
生
産
力

の
阻
害
か
ら
生
ず
る
損
失
）
と
の
比
較
に
よ
り
て
國
民
純
茫
的
課
税
原
理
を
椅
成
す
る
。

そ
し
て
國
民
の
生
命
、
健
康
、
文
化
等
の
目
的
は
究
極
目
的
た
る
理
想
的
人
間
及
び
理
想
的
國
民
と
云
ふ
目
椋
に
翌

L
て
は

特
殊
目
的
と
な
る
。
だ
か
ら
エ
ン
ゲ
リ

ス
に

於
て
は
結
局
は
此
究
極
目
的
に
統
一
さ
れ
る
特
殊
目
的
を
指
尊

H
的
と
し
て
客

観
的
効
用
と
損
失
の
比
較
が
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
於
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
論
珂
的
統
一
が
存
在

す
る
。
ェ
ン
ゲ
リ
ス
の
設
に
就
て
は
後
で
考
察
し
度
い
。

か
く
の
如
く
統
一
目
的
を
欠
げ
る
彼
の
説
に
於
て
は
財
政
と
私
経
溝
間
の
調
和
を
園
る
事
は
小
可
能
で
あ
る
。

か
の
経
憐
原
則
に
基
く
課
税
は
指
導

H
的
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

マ
ン
は
第
一
原
理
の
牧
入
原
則
か
ら
第
二
原
理
の
平
等
犠
牲
原
則
を
導
き
出
し
、
か
く
て
租
税
原
則
延
い
て
は

財
政
學
に
倫
理
的
要
素
の
介
入
を
阻
止
せ
む
と
し
た
。
併
し
、
彼
も
説
明
し
て
ゐ
る
様
に
平
等
犠
牲
の
原
則
は
設

註

租
税
原
則
論
の
一
考
察
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47) Karel Englis, Zur teleologischen Theorie der Wirtschaft. Finanzar-
chiv N. F. Bd. I. Heft 4. S. 571-2. 

Vgl. Derselbe, Finanzwissenschaft. S. 115-6. 
48) Engli,, Finanzwissenschaft. S. 115-7. 

49) Engli';, Finanzwissenschaft. S. 405.:... 7. 
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四
租
税
原
則
に
於
け
る
理
想
に
就
て

ン
の
説
は
矢
張
り
一
定
の
立
場
を
前
提
す
る
事
な
く
し
て
は
成
立
ち
得
な
い
。

小
犠
牲
の
原
則
に
一
致
す
る
た
ら
ば
、

牧
し
、
か
く
て
一
定
引
税
額
に
至
り
て
始
め
て
課
税
は
中
止
さ
れ
る
。
此
事
は
生
奔
従
て
又
國
民
経
沢
を
、
か
く

て
又
税
加
を
衰
退
せ
し
め
な
い
で
あ
ら
う
か

C

勿
諭
此
事
は
租
税
の
み
な
ら
す
所
得
の
分
配
朕
態
経
費
の
使
途
に

一
定
租
税
額
は
蚊
大
の
富
者
か
ら
の
み
所
得
を
他
の
者
と
の
苓
額
だ
け
微

闘
聯
す
る
の
で
は
あ
る
が
。
従
て
マ
ン
の
主
張
す
る
財
政
紐
齊
原
則
に
よ
り
て
も
第
二
課
税
原
理
は
第
一
原
理
か

ら
賞
然
に
生
れ
て
来
る
も
の
で
は
な
い

C

此
第
二
課
税
原
理
は
第
一
諜
税
原
理
と
は
切
離
さ
れ
た
る
他
の
立
場
か

ら
の
み
導
き
出
さ
れ
る
。
．
更
に
設
定
さ
れ
る
意
閾
で
あ
っ
た
第
三
の
生
奔
を
促
進
す
べ
き
謀
税
原
理
は
、
如
何
に

し
て
生
産
を
阻
害
す
る
第
二
諜
税
原
理
と
調
和
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
若
し
第
二
謀
税
原
理
が
何
等
國
民

経
料
を
阻
害
し
な
い
消
極
的
方
面
の
原
狸
で
あ
る
た
ら
ば
、
財
政
経
齊
原
則
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
だ
け
で
第
一
課

税
原
理
に
應
じ
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
二
の
生
産
を
促
進
せ
し
め
る
諜
税
原
理
を
要
求
す
る
の
は
、
第
一
課
税
原

理
と
は
獨
立
な
る
國
民
経
齊
的
立
場
を
と
り
て
始
め
て
云
ひ
得
ら
る
4

の
で
は
た
か
ら
う
か
。
か
く
考
へ
る
時
マ

結
局
此
経
憚
的
立
場
に
於
て
も
自
足
完
了
的
な
租
税
原
則
は
建
設
さ
れ
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
定
の
立
場
又

は
理
想
を
前
提
と
す
る
事
な
し
に
は
共
租
税
原
則
の
建
設
を
指
導
し
得
た
い
様
に
息
は
れ
る
。
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50) Erwin von Beckerath, Formen moderner Finanztheorie, Festgabe-
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は
立
場
が
あ
り
得
る
。
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以
上
に
於
て
吾
々
は
租
税
原
則
に
闘
す
る
自
足
完
了
説
の
不
完
全
さ
を
明
か
に
し
た
。
租
税
原
則
を
構
成
す
べ

き
一
定
の
立
場
は
最
早
租
税
叉
は
財
政
自
個
の
中
に
求
め
る
市
は
出
来
た
い
。
従
て
租
税
原
則
閤
系
を
構
成
す
べ

き
一
定
の
立
場
は
租
税
叉
は
財
政
外
に
之
を
求
め
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
支
配
的
倫
理
學
説
は
か
＼
る
立

場
の
代
表
的
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
＼
に
は
そ
れ
と
は
異
っ
た
方
法
で
か
L

る
立
場
の
構
成
を
考
察
し
よ
う
。
勿

論
以
下
に
述
べ
る
立
場
も
従
来
既
に
屡
々
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
箪
に
夫
等
を
綜
合
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

租
税
は
國
家
が
國
民
経
渭
よ
り
強
制
的
に
獲
得
す
る
國
家
の
牧
入
で
あ
る
。
従
て
此
強
制
的
獲
得
に
よ
り
て
國

民
経
演
に
一
定
の
作
用
を
及
ぼ
す
。
此
作
用
は
國
民
経
費
の
中
の
如
何
た
る
部
分
か
ら
租
税
が
徴
牧
さ
れ
る
か
に

よ
り
て
異
る
。
此
租
税
の
作
用
を
考
慮
し
て
一
定
の
目
的
を
逹
成
せ
む
と
す
る
も
の
に
就
て
二
つ
の
見
方
若
し
く

一
は
國
民
経
惰
的
原
則
と
云
ふ
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
り
、
他
は
公
正
負
脩
の
配

分
原
則
又
は
公
正
原
則
と
云
は
れ
る
立
場
で
あ
る
。
前
者
は
國
民
紐
惰
の
疲
展
を
目
的
人
一
し
て
机
税
は
國
民
経
齊

の
負
捨
と
な
る
と
云
ふ
見
地
か
ら
出
来
る
だ
け
國
民
経
潤
の
寝
展
を
問
害
し
な
い
様
に
租
税
閥
系
を
構
成
せ
む
も

の
で
あ
る
。
之
を
生
産
的
見
地
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
他
の
公
正
原
則
は
分
配
的
見
地
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
後

者
に
於
て
は
租
税
負
控
配
分
の
公
正
と
云
ふ
事
を
目
的
と
す
る
。
然
ら
ば
此
公
正
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。

元
来
公
正
と
云
ふ
倫
理
的
概
念
は
形
式
的
概
念
で
あ
っ
て
共
内
容
が
明
確
で
は
な
い
。
公
正
内
容
は
時
代
に
よ

和
稔
原
則
論
の
一
考
察
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八
四
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四
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り
場
所
に
よ
り
て
異
る
。
そ
れ
は
一
の

ilt
界
観
で
あ
り
。
其
内
容
を
具
開
的
に
決
定
せ
む
と
す
る
場
合
に
は
人
酋
的

恣
意
的
と
な
る
。

だ
か
ら
内
容
の
明
確
な
客
観
的
公
正
概
念
は
作
成
し
得
な
い
。
か
く
て
公
正
の
理
想
か
ら
租
税

原
則
を
組
立
て
る
事
は
出
来
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
科
康
的
に
は
数
多
の
主
判
的
公
正
内
容
か
ら
一
を
選
び

出
し
て
之
に
よ
り
て
租
税
原
則
を
組
立
て
る
外
は
な
い
事
と
た
る
。
か
く
で
は
艇
数
の
租
税
政
策
限
が
可
能
と
な

り
、
斯
學
の
科
學
性
も
疑
は
れ
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
か
4
る
見
解
に
対
立
し
て
数
多
の
公
正
理
想
の
中
性
質

を
同
じ
く
し
て
箪
に
程
度
の
差
異
に
止
ま
る
も
の
を
集
合
し
、
性
質
の
異
る
も
の
＼
み
を
分
類
し
て
数
個
の
普
湿

的
公
正
概
念
を
作
成
し
、
之
に
よ
り
て
租
税
原
則
又
は
租
税
骰
系
を
棒
成
せ
む
と
す
る
注
目
す
べ
き
試
み
が
企
て

ら
れ
た
。
絃
に
共
例
と
し
て
ア
ル
ト
マ
ン
の
説
を
紹
介
吟
味
す
る
事
と
す
る
。

ア
ル
ト
マ
ン
も
公
正
諜
税
又
は
公
正
租
税
閤
系
は
個
人
の
信
仰
の
問
題
で
あ
り
、
彼
の
批
界
観
に
属
る
と
な
す

事
マ
ン
等
の
説
と
異
ら
な
い
。
彼
は
公
正
の
要
求
の
内
容
的
規
定
を
共
秤
後
に
潜
む
國
家
的
並
び
に
鯉
贅
的
理
想

に
求
め
る
。
種
々
な
る
國
家
的
並
び
に
続
派
的
理
想
へ
の
個
人
的
信
奉
と
ま
さ
に
同
数
の
公
正
な
る
祖
税
儒
系
が

存
在
す
る
。

乍
併
之
等
の
無
数
の
信
仰
又
は
夫
等
の
理
想
を
賓
現
せ
む
と
す
る
意
欲
は
、
全
然
性
質
の
異
る
廣
汎
に
し
て
有

力
な
る
意
欲
に
集
合
す
る
。
社
會
と
國
家
の
闘
係
や
経
齊
と
法
と
の
闘
係
等
に
就
で
の
全
く
異
る
批
界
観
を
有
す

第

三

巻

51) Vgl. Mann, Die Gerechtigkeit. 
52) Altmann, Das Problem der Gerechtigkeit der Besteuerung, Arch. 

f. S. W. u. S. P. 33 Bd., 1911, S. 81, 95 ff. 



る
如
斯
歴
史
的
意
志
結
成
の
軍
要
な
る
表
象
と
し
て
政
窯
が
考
へ
ら
れ
る
。
之
等
の
異
る
意
志
の
代
表
者
と
し
て

の
「
必
要
な
る
政
窯
」
は
保
守
、
自
由
主
義
並
び
に
祉
會
主
義
政
鴬
で
あ
る
。
此
中
保
守
窯
は
地
主
、
中
小
商
工
業

者
の
所
謂
中
流
及
び
蕉
支
配
階
級
の
利
益
を
閾
り
か
く
て
租
税
政
策
も
此
理
想
か
ら
生
れ
る
。
勿
諭
之
等
の
階
級

の
利
益
を
岡
る
事
を
理
想
と
す
る
と
云
つ
て
も
、
共
他
の
政
窯
と
同
様
に
そ
う
す
る
事
が
一
般
の
輻
祉
と
な
る
と

云
ふ
獣
で
階
級
と
異
る
吟
の
で
あ
る
。
此
保
守
窯
の
理
想
か
ら
は
普
通
云
は
れ
て
ゐ
る
租
税
の
一
般
の
原
則
と
平
・

等
の
原
則
は
生
れ
な
い
。
共
理
想
と
す
る
所
は
現
在
の
所
得
並
び
に
財
森
の
分
剛
爛
係
の
髪
更
に
あ
り
従
て
租
税

政
策
も
之
に
應
じ
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
自
由
主
茂
黛
は
自
由
と
平
等
が
目
的
で
あ
る
。
平
等
の
概
念
は
歴
史
と

共
に
菱
化
し
た
。
例
へ
ば
機
械
的
平
等
か
ち
続
沢
的
負
控
力
の
平
等
を
租
税
測
定
の
椋
準
と
す
る
如
き
。
祉
會
主

義
鴬
に
於
て
は
此
自
由
主
義
窯
の
理
想
と
全
然
正
反
野
で
あ
る
。
計
會
主
義
政
鴬
に
と
り
て
は
自
由
ヽ
主
義
に
よ
り

成
立
し
た
不
公
正
な
財
の
分
配
を
愛
革
す
る
事
が
軍
要
で
茶
り
、
か
し
る
大
多
数
の
個
人
の
最
大
の
幸
輻
と
思
は

れ
る
も
の
を
質
現
す
る
に
役
立
つ
手
段
及
び
租
税
が
公
正
で
あ
る
。
之
等
の
各
政
窯
の
公
正
理
想
に
照
し
て
、
ア

ル
ト
マ
ン
は
個
々
の
税
種
例
へ
ば
財
産
税
、
所
得
税
、
相
続
税
、
間
接
税
等
並
び
に
税
李
例
へ
ば
比
例
税
、
累
進

税
等
が
公
正
な
り
や
否
や
を
吟
味
す
る
e

ア
ル
ト
マ
ン
は
科
學
に
於
て
憤
伯
判
勘
を
行
ふ
事
に
反
封
す
る
事
は
前
に
辿
べ
た
所
で
あ
る
か
ら
、

租
税
原
則
論
の
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考
察
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さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
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け
る
世
界
観
の
普
過
化
は
科
學
的
に
基
礎
付
け
得
べ
き
も
の
で
は
な

<ilt
界
観
の
問
題
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
で

あ
る
。

で
は
な
く
し
て
経
済
的
理
想
や
國
家
上
に
就
て
の
理
想
で
あ
る
黙
で
あ
る
。
か
く
て
公
正
の
内
客
も
具
骰
性
を
有

す
る
市
と
な
る
。
他
方
普
通
化
的
公
正
を
帯
す
る
と
さ
れ
た
必
要
な
る
政
窯
の
概
念
は
、
銃
に
公
正
様
念
か
ら
解

一
定
の
公
正
を
霞
現
す
る
手
段
概
念
で
あ
り
、
云
は
ゞ
此
場
合
は
租
税
に
よ
り
て
公
正

を
貨
現
す
べ
き
中
間
目
的
概
念
で
あ
る
黙
で
あ
る
。
か
く
て
課
税
厭
則
に
於
け
る
公
正
概
念
の
支
配
か
ら
の
解
放

の
萌
芽
が
彼
の
説
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

此
世
界
観
の
普
遍
化
は
、
階
級
利
害
の
封
立
に
應
じ
、
共
出
疲
黙
を
異
に
し
相
互
に
相
寄
れ
ざ
る
分
類
と
し
て

注
目
す
べ
き
も
の
と
思
ふ
c

次
に
之
等
の
分
類
に
就
て
少
し
く
吟
味
を
加
へ
度
い
と
思
ふ
。

租
税
は
続
費
充
足
手
段
で
あ
る
，
更
に
租
税
は
大
部
分
の
経
費
充
足
手
段
で
あ
る
と
し
て
も
続
費
の
全
部
を
充

足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
兎
に
角
と
し
て
経
費
充
足
手
段
と
し
て
の
引
税
は
社
會
主
義
的
目
的
を
宵
現
し

得
る
で
あ
ら
う
か
。
此
事
は
租
税
と
國
民
所
得
並
に
國
民
所
得
の
分
配
朕
態
に
依
存
す
る
問
題
で
あ
る
。
更
に
進

み
て
考
へ
る
な
ら
ば
祉
會
主
義
的
目
的
質
現
に
租
税
の
如
き
間
接
的
方
法
を
用
ひ
す
と
も
更
に
直
接
有
効
な
る
手

ア
ル
ト
マ
ン
の
此
世
界
観
の
普
迎
化
に
就
て
注
意
す
べ
き
は

第

一――
巻

一
方
、
公
正
概
念
が
箪
な
る
倫
理
的
概
念
自
閥

55) Altmann, a. a. 0. S. 96. 
Vgl. Bank, a. a. 0. S. 445ーも．
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段
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
社
會
経
演
に
鉗
し
て
部
分
的
存
在
と
見
ら
れ
る
租
税
に
よ
る
祉
會
主
義
目
的
逹
成
を
望
む

は
不
合
理
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
来
の
マ
ル
ク
ス
的
社
會
主
義
者
が
租
税
論
に
封
し
て
冷
淡
で
あ
る
の
は
か
4

る

理
由
に
基
く
と
考
へ
る
，

註
租
税
が
社
令
主
義
目
的
を
賞
現
す
る
手
段
た
リ
得
る
か
否
か
に
就
て
は
、
租
粒
に
他
の
僻
秤
を
乳
ふ
る
事
に
よ
り
て
背
定

的
俯
答
を
な
し
得
る
。
即
ち
租
税
を
強
制
獲
得
概
念
と
な
し
、
租
稔
を
箪
な
る
細
咆
充
足
手
段
た
る
事
か
ら
僻
放
す
る
楊
合

で
あ
る
。
之
に
あ
lJ
て
は
租
稔
は
絆
按
以
上
に
猥
得
さ
れ
る
事
を
妨
げ
ず
、
租
稔
た
る
侶
に
は
箪
に
強
桐
狸
得
で
あ
る
事
で

充
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
並
＂
通
に
租
税
と
匿
別
さ
れ
る
歿
牧
も
租
税
の
中
に
含
ま
れ
る
。
租
税
を
如
斯
燒
定
す
る
場
合
に
は
、

夫
は
明
か
に
社
含
主
義
目
的
逹
成
の
手
段
と
な
り
得
る
で
あ
ら
う
。
吾
々
の
議
論
は
か
4

る
租
税
概
念
を
考
慮
の
外
に
巫
肛
い

た
も
の
で
あ
る
。

ア
ル
ト
マ
ン
に
於
け
る
祉
合
主
義

H
的
は
マ
ル

ク
ス
的
意
味
の
社
會
主
義
で
あ
る
。
彼
は
社
會
政
策
概
念
の
不
明
確
な
る

聞

事
を
指
摘
し
て
此
概
念
を
自
巾
主
義
、
保
、
王
的
、
な
る
二
概
念
と
到
立
せ
し
め
な
か
っ
た
。
政
窯
と
し
て
如
斯
社
會
主
義
政

常
心
を
考
ふ
る
事
に
問
題
が
あ
る
と
息
は
れ
る
が
、
其
問
題
は
直
接
本
稿
と
馴
係
な
含
鯰
こ
4

に
は
問
題
と
せ
ず
に
お
く
。

従
て
此
社
會
主
義
目
的
は
所
謂
祉
會
政
策
的
目
的
に
取
替
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
e

勿
論
此
場
合
に
は
ア
ル
ト
マ
ン
の
主
張
す
る
様
に
社
會
政
策
的
目
的
は
明
確
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

自
由
主
義
的
理
想
叉
は
目
的
も
明
確
に
規
定
さ
れ
得
た
い
。
共
主
張
す
る
租
税
の
平
等
性
は
紙
に
マ
ン
俎
ず
に
よ

り
て
批
難
さ
れ
た
る
如
く
明
確
た
る
内
容
を
有
し
な
い
。
殊
に
此
平
等
と
云
ふ
概
念
が
機
械
的
平
等
か
ら
経
璃
的

第
一
ー
一
巻
七
八
八

第

四

猿

一五
0

;! 

56) Altmann, a. a. 0. S. 85, 87. 
57) Altmann, a. a. 0. S. 85. 
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負
推
力
の
平
等
な
る
概
念
と
な
る
に
及
び
て
然
り
と
恩
は
れ
る
。
機
械
的
平
等
か
ら
免
れ
る
岱
、
経
清
力
を
効
用
に

よ
り
て
測
定
し
、
平
等
の
租
税
を
謀
す
る
為
に
は
所
得
の
大
た
る
者
が
小
な
る
者
よ
り
多
く
の
額
を
負
捻
し
た
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
場
合
、
平
等
は
共
如
何
な
る
黙
に
存
す
る
か
は
明
確
に
規
定
し
た
い
。
乍
併
か
く
て
は
如

何
た
る
割
合
の
負
掠
に
於
て
平
等
負
捲
が
存
在
す
る
か
を
客
観
的
に
云
ひ
得
な
い
。

マ
ン
の
説
を
叙
述
す
る
場
合

に
述
べ
た
様
に
結
局
最
高
所
得
の
み
の
課
税
人
ー
な
り
終
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
乍
然
し
そ
れ
で
は
自
由
主
義
の

特
質
は
失
は
れ
る
。
従
て
自
由
主
義
の
目
的
は
明
確
に
規
定
し
得
な
い
。
ア
ル
ト
マ
ン
も
認
め
る
様
に
高
き
累
進
税

5
 

は
個
人
主
義
的
自
由
主
義
に
反
す
る
。
思
ふ
に
自
由
主
義
の
理
想
た
る
個
人
の
自
由
平
等
は
、
夫
が
國
民
経
溝
の

繁
榮
を
賓
現
す
る
と
一
云
ふ
目
的
を
も
含
め
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
由
主
義
の
根
底
に
は
個
人
の
幸
輻
と
社

合
の
輻
祉
と
を
阿
質
説
す
る
見
解
が
常
に
横
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
か
く
て
自
由
主
義
の
目
的
は
最
初
に
述
ペ

保
守
的
理
想
は
現
在
の
所
得
並
び
に
財
産
の
分
配
欣
態
に
満
足
し
た
い
で
少
く
も
夫
等
の
分
配
の
懸
隔
を
少
＜

す
る
項
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
社
會
政
僚
的
目
的
と
相
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
五

ア
ル
ト
マ
ン
も
云
ふ
様

に
「
保
守
的
理
想
が
優
越
な
ら
ざ
る
者
の
利
益
を
賓
現
す
る
に
あ
る
事
を
知
る
た
ら
ば
、
保
守
的
租
税
政
策
は
最

早
現
在
の
所
得
並
び
に
財
産
の
分
配
朕
態
の
維
持
に
向
け
ら
れ
得
た
い
の
で
あ
り
、
共
愛
史
を
目
的
と
し
な
け
れ

租
税
原
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

た
國
民
経
沢
的
目
的
又
は
狸
想
と
同
じ
方
向
を
有
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

53) Altmann, a. a. 0. S. 94. 



ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

税
全
個
又
は
机
税
閤
系
に
存
す
る
。
蓋
し
一
定
の

H
的
を
質
現
す
る
為
の
租
税
の
作
用
は
机
税
全
骰
に
就
て
考
へ

叉
は
誤
謬
を
引
起
す
も
の
で
あ
る
。

租
稔
原
則
論
の
一
考
察

扱
吾
々
は
ア
ル
ト
マ
ン
の
諒
を
吟
味
す
る
事
に
よ
り
て
封
立
す
る
理
想
と
し
て
國
民
鯉
齊
的
理
想
と
社
會
政
策

的
理
想
が
あ
る
事
を
知
っ
た
。
何
故
に
ア
ル
ト
マ
ン
の
理
想
の
普
漏
化
の
方
法
が
不
充
分
で
あ
っ
た
か
。
吾
々
は

共
原
因
を
手
段
と
理
想
と
の
闊
聯
に
求
め
る
。
即
ち
ア
ル
ト
マ
ン
が
試
み
た
如
き
理
想
の
普
遍
化
の
方
法
は
、
政

治
及
び
経
済
一
般
に
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
共
部
分
と
し
て
の
租
税
を
手
段
と
す
る
理
想
の
普
通
化
的
方
法
に

は
合
目
的
的
で
な
い
。
網
清
現
象
と
し
て
の
租
税
を
手
段
と
す
る
輝
想
は
、
彼
の
採
用
す
る
国
家
的
、
並
び
に
経

憚
的
理
想
の
中
経
料
的
部
面
に
闘
す
る
部
分
の
み
と
闘
聯
を
有
す
る
事
と
た
る
。
然
も
理
想
の
此
闘
醐
を
有
千
る

部
分
と
て
も
、
之
を
霞
現
す
る
手
段
を
異
に
す
る
危
租
税
を
手
段
と
す
る
理
想
と
一
致
し
な
い
。
そ
こ
に
彼
の
理

想
普
越
化
方
法
の
訣
黙
が
見
ら
れ
る
。
井
藤
数
授
が
云
は
れ
る
如
く
、
理
想
と
現
貨
と
の
間
に
は
同
質
連
禎
閥
係

が
あ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
理
想
は
窄
理
と
な
る
外
は
な
い
。

尚
ア
ル
ト
マ
ン
が
各
政
蕉
の
理
想
か
ら
公
正
課
税
と
し
て
個
々
の
税
種
及
び
税
李
に
就
て
諭
す
る
の
は
不
徹
底

マ
ン
の
云
ふ
如
く
問
題
は
個
々
の
租
税
又
は
税
率
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
租

ヽ
J

，
 

ば
な
ら
ぬ
、
か
く
て
祉
會
主
義
的
傾
向
と
相
通
す
る
」
。

59) Altmann. a. a. 0. S. 89. 

60)井膝牛姻紛応財政ゆ原理、一六二、ニニ三頁。
もI)Mann, Grundsiit~e, S. 82. 
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七
九
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第

四

猿

以
上
ア
ル
ト
マ
ン
の
説
の
吟
味
か
ら
絃
に
問
題
と
す
る
租
税
政
策
論
に
於
け
る
目
的
又
は
理
想
の
内
容
も
略
々

確
定
し
得
ら
れ
る
。
此
理
想
は
現
在
の
所
得
並
び
に
財
産
の
分
配
朕
態
に
釘
す
る
憤
値
判
断
か
ら
生
れ
る
。
夫
は

一
方
肯
定
的
態
度
と
し
て
國
民
鯉
涜
的
目
的
と
た
り
、
他
方
否
定
的
態
度
と
し
て
社
會
政
策
的
目
的
と
な
る
。
此

否
定
的
態
度
が
社
會
主
義
的
目
的
を
設
定
し
た
い
の
は
前
に
設
明
し
た
る
此
目
的
逹
成
の
手
段
と
の
闘
聯
か
ら
理

解
さ
れ
る
。

註
租
税
原
則
を
構
成
す
べ
き
指
導

H
的
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
4

に
定
立
さ
れ
た
國
民
細
浣

的
目
的
と
社
會
政
策
的

H
的
は
如
何
な
る
内
容
を
有
す
る
の
で
あ
ら
う
か
°
此
等
の
概
念
規
定
に
就
て
は
今
充
分
な
る
知
識

を
持
た
な
い
。
前
述
せ
る
所
か
ら
推
察
し
得
る
様
に
前
呑
は
國
民
鯉
浣
の
疲
展
を
阻
害
し
な
い
、
或
は
積
極
的
に
促
池
せ
し

め
る
如
き
租
税
懸
系
を
梱
成
せ
し
む
る

H
的
で
あ
り
、
後
者
は
所
得
及
び
財
産
の
分
配
闊
係
の
懇
闊
を
縮
少
す
る
様
に
租
税

僻
系
を
構
成
せ
し
む
る

H
的
と
し
て
お
く
。
即
ち
前
呑
は
生
産
的
見
地
と
も
云
ふ
べ
く
後
者
は
分
配
的
見
地
と
見
倣
さ
れ
よ

う
。
以
上
の
二
概
念
の
顧
別
に
就
て
は
、
伺
多
く
の
疑
問
を
有
す
る
が
絃
に
は
箪
に
到
立
的
概
急
と
云
ふ
窟
味
に
於
て
以
上

の
1
1

つ
の
名
稲
を
考
へ
た
ま
で
ゞ
あ
る
。
詳
細
な
る
甑
別
は
後

8
の
研
究
に
譲
る
外
は
な
い
。

か
く
て
租
税
原
則
を
組
立
七
る
べ
き
理
想
又
は
目
的
に
は
、
射
立
す
る
國
民
経
惰
的
目
的
と
計
會
政
策
的
目
的

が
考
へ
ら
れ
る
。
従
て
夫
々
の
目
的
の
下
に
共
目
的
に
應
す
る
租
税
原
則
が
組
立
て
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に

二
つ
の
異
れ
る
租
税
原
則
の
開
系
が
生
れ
る
。
之
等
の
具
骰
的
租
税
原
則
と
し
て
如
何
た
る
も
の
が
構
成
さ
る
べ

租
税
源
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

-．五―――



一
、
財
政
政
策
論
に
於
け
る
目
的
と
の
闘
係

三
、
國
家
目
的
又
は
社
會
理
想
と
の
闘
係

今
之
等
の
各
問
題
に
就
て
詳
細
な
る
説
明
を
試
み
る
餘
裕
も
又
能
力
も
有
し
な
い
。
唯
租
税
政
策
論
の
理
想
を
よ

り
明
ら
か
な
ら
し
む
る
た
め
に
粗
維
な
る
考
察
を
加
へ
る
に
止
め
る
，

財
政
は
経
清
現
象
で
あ
り
、
・
國
民
経
溝
を
基
礎
と
す
る
依
存
経
清
で
あ
る
限
り
、
租
税
政
策
の
目
的
と
同
様
た

る
目
的
が
共
政
策
の
目
的
と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
て
財
政
に
於
け
る
牧
入
に
就
て
も
支
出
に
就
て
も
此
等
の

目
的
に
よ
り
て
統
一
さ
る
べ
き
も
の
と
考
へ
る
。
か
く
て
卒
直
に
述
べ
る
な
ら
ば
租
税
政
策
の
目
的
は
財
政
々
策

の
目
的
に
外
な
ら
な
い
。

租
税
原
則
に
就
て
は
従
米
の
説
で
は
租
税
の
配
分
の
み
な
ら
す
謀
税
高
も
問
題
と
さ
れ
た
り
始
め
に
述
べ
た
フ

；
オ
ゲ
ル
の
設
も
共
一
例
で
あ
る
。
乍
併
此
課
税
高
の
問
題
は
租
税
政
策
論
で
は
問
題
と
た
ら
な
い
事
は
前
に
説
明

し
た
所
で
あ
る
。
此
課
税
高
は
又
は
経
費
額
の
問
題
は
財
政
々
策
論
の
場
合
に
始
め
て
問
題
と
た
り
得
る
と
思
ふ
。

-i
、
他
の
政
策
目
的
と
の
閥
係

以
上
の
租
税
政
策
論
に
於
け
る
目
的
に
就
て
は
尚
次
の
問
題
が
あ
る
。

き
か
は
租
税
の
作
用
の
研
究
を
必
要
と
し
本
稿
の
目
的
外
で
あ
る
。

租
税
原
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

七
九
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々
策
的
目
的
が
指
導
目
的
と
な
る
と
思
ふ
。

第

四

聾

一
五
五

エ
ン
グ
リ
ス
及
び
リ
ッ
チ
ュ
ル
が
経
費
の
龍
を
決
定
す
る
場
合
に
総

此
支
出
籠
即
ち
続
費
の
額
は
周
家
観
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る

3

例
へ
ば
本
稿
の
始
め
に
紹
介
し

た
フ
す
オ
ゲ
ル
に
は
國
家
有
機
罷
観
か
ら
國
家
の
経
費
額
に
倫
理
的
憤
値
を
典
へ
、
ア
ル
ト
マ
ン
は
極
端
な
る
法

治
國
家
の
珂
想
、
現
在
の
文
化
國
家
及
び
輻
祉
国
家
理
想
、
或
未
米
國
家
理
想
の
何
れ
か
の
國
家
理
想
の
結
果
な

り
と
し
、

エ
ン
グ
リ
ス
は
後
述
の
國
家
目
的
か
ら
國
家
給
付
の
効
用
と
私
経
溝
の
損
失
と
を
計
祉
し
て
最
大
の
効

果
を
得
る
様
に
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
普
察
國
家
、
文
化
固
家
等
の
理
想
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と

な
し
、
皆
夫
々
國
家
観
に
基
い
て
続
費
額
を
決
定
す
べ
き
を
説
明
す
る
。

以
上
の
中
フ
ォ
オ
ゲ
ル
の
有
機
的
國
家
観
を
除
外
す
れ
ば
、
ア
ル
ト
マ
ン
及
び
エ
ン
グ
リ
ス
の
國
家
観
は
共
に

國
民
純
清
の
考
慮
を
含
む
。
従
て
経
費
の
額
を
決
定
す
る
に
就
て
は
國
民
経
洲
組
織
に
封
す
る
憤
値
判
断
を
伴
ふ

が
故
に
箪
な
る
國
家
の
必
要
か
ら
経
費
の
自
軍
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
財
政
々
策
に
於
て
は
経
費
の
韮
は
そ

れ
が
國
民
経
惰
に
到
し
て
有
す
る
意
義
か
ら
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
純
費
の
最
即
ち
牧
入
の
最
に
就
て
も
財
政

ゆ
る
國
家
政
策
の
効
用
と
私
糎
溝
負
檜
と
の
閥
聯
に
於
て
決
定
す
べ
し
と
す
る
は
、
財
政
の
領
域
を
不
嘗
に
他
．
の

政
治
的
領
域
に
ま
で
促
入
せ
し
め
、
か
く
て
後
に
吟
味
す
る
所
の
究
極
目
的
に
よ
り
て
課
税
原
理
を
指
導
構
成
せ

し
む
る
誤
を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
語
政
策
は
財
政
々
策
に
於
て
は
何
等
考
慮
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

＇
粗
税
原
則
論
の
一
考
察

第
一
―
―
巻

七九―――

62) Altmann, a. a. 0. S 8 5..  f 
63) K. Englis, Finanzwissenschaft, 1931, S. 45 ff., 115-6, 411. 



に
て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。

．
租
稔
原
則
論
の
一
考
察
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此
H

ン
グ
リ
ス
の
晩
が
誤
つ
て
ゐ
る
事
は
後
の
究
楔
目
的
と
財
政
叉
は
租
税
政
策
の
目
的
と
の
闊
係
を
述
ぺ
る
所

財
政
々
策
の
目
的
従
て
叉
租
税
政
策
の
目
的
に
と
り
て
軍
要
な
事
は
此
純
抒
額
自
儒
が
國
民
鯉
洲
に
如
何
な
ち

作
用
を
及
ぽ
す
か
に
あ
る
。
従
て
此
経
費
最
よ
り
も
よ
り
軍
大
な
る
事
は
夫
を
如
何
に
使
用
し
、

と
な
る
事
は
先
に
述
べ
た
る
所
で
あ
る
。

叉
調
逹
す
る
か

に
あ
る
。
前
者
は
経
費
の
作
用
に
闘
し
そ
れ
と
牧
入
の
作
用
と
が
一
開
と
な
っ
て
財
政
々
策
の
目
的
構
成
の
封
象

従
て
此
成
に
問
題
と
な
る
の
は
此
経
費
額
を
如
何
な
ろ
手
段
に
よ
り
て
調
逹
す
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。
牧
入

は
租
税
以
外
官
業
牧
入
、
手
数
料
牧
入
及
び
公
偵
牧
入
が
あ
る
。
之
等
の
牧
入
の
中
何
れ
を
選
探
す
る
か
又
共
程

度
如
何
は
｀
國
民
経
費
組
織
に
野
す
る
債
値
判
断
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
官
業
に
於
て
國
家
資
本
主

義
又
は
企
業
國
家
の
問
題
が
最
近
特
に
闊
心
を
持
た
れ
、
租
税
牧
入
に
取
代
は
る
牧
入
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
が
如

き
。
唯
此
中
手
敷
料
牧
入
は
共
牧
入
と
し
て
の
軍
要
性
が
小
な
る
た
め
、
他
の
牧
入
に
取
替
は
る
べ
き
も
の
と
し

て
考
へ
ら
れ
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
之
等
牧
入
方
法
の
選
搾
に
就
て
も
財
政
々
策
の
目
的
と
同
様
な
目
的
が
樹
立

さ
れ
る
。
明
ら
さ
ま
に
云
ふ
な
ら
ば
財
政
々
策
の
目
的
に
よ
り
て
統
一
さ
れ
る
。
か
く
て
財
政
々
策
の
目
的
は
財

政
が
國
民
続
涜
に
及
ぼ
す
作
用
の
方
面
を
考
慮
し
て
構
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
恩
ふ
。 七

九
四

第

四

漿

一
五
六



問
題
と
す
る
。

七
九
五
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四
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次
に
財
政
々
策
従
て
叉
租
税
政
策
と
他
の
政
策
と
の
闘
聯
そ
れ
故
に
前
者
の
目
的
と
後
者
の
目
的
と
の
闘
係
を

財
政
々
策
従
て
租

殊
に
問
題
と
な
る
の
は
経
洲
政
策
と
如
何
な
る
闘
聯
を
有
す
る
か
で
あ
る
。

税
政
策
は
國
民
網
洟
へ
の
財
政
又
は
租
税
の
作
用
を
考
慮
し
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
促
て
鯉
溝
政
策
と
密

マ
ン
の
考
ふ
る
如
く
純
齊
政
策
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
ヴ
ェ

デ
イ
ゲ
ン
は
財
政
目
的
は
経
齊
政
策
の
諸
目
的
（
目
的
宜
現
の
た
め
の
手
段
財
に
闘
す
る
目
的
た
る
意
味
に
於
て
）

と
考
へ
、
財
政
え
策
の
構
成
に
於
て
は
上
位
目
的
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
か
。
か
く
の
如
き
租
税
の

國
民
純
齋
へ
の
作
用
を
考
慮
し
た
い
財
政
目
的
が
如
何
に
内
容
の
乏
し
い
も
の
と
な
る
か
は
容
易
に
推
察
し
得
ら

れ
る
。
彼
も
租
税
政
策
論
を
構
成
す
る
に
営
り
て
は
上
位
目
的
考
慮
の
下
に
財
政
目
的
の
手
段
を
構
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る

3

乍
併
財
政
手
段
に
よ
り
引
起
さ
れ
る
作
用
が
何
故
に
財
政
々
策
に
於
て
考
慮
さ
れ

て
は
な
ら
た
い
か
。
財
政
は
手
段
の
調
逹
、
管
理
、
使
用
に
闊
す
る
手
段
を
示
す
に
あ
る
と
し
て
も
、
手
段
の
調
逹

使
用
に
は
必
す
作
用
が
随
伴
す
る
。
此
必
然
的
に
含
ま
れ
る
性
質
を
無
親
す
る
事
は
許
さ
れ
な
い
様
に
国
心
は
れ
る
。

そ
れ
を
も
経
潤
政
策
に
委
ね
る
の
は
、
餘
り
に
抽
象
的
で
あ
り
、
形
式
的
な
考
へ
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。

更
に
共
他
の
軍
事
政
策
、
衛
生
政
策
等
と
の
闘
聯
は
故
に
詭
明
す
る
程
の
知
識
を
持
た
な
い
。
た
ゞ
之
等
の
政

策
目
的
の
賓
現
に
財
政
的
手
段
を
必
要
と
す
る
場
合
（
例
へ
ば
軍
需
産
業
保
談
の
た
め
免
税
す
る
如
き
．
叉
衛
生

租
税
原
則
論
の
一
考
察

接
な
る
闘
聯
を
有
し
、

第
一
一
一
巻

一
五
七
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財
政
々
策
に
於
け
る
目
的
は
國
家
目
的
と
如
何
な
る
闘
聯
を
有
す
る
か
。
國
家
目
的
叉
は
社
會
理
想
は
究
極
目

的
と
し
て
線
ゆ
る
政
策
目
的
の
上
位
に
あ
る
。
従
て
國
家
目
的
は
財
政
々
策
に
於
け
る
目
的
を
拘
束
す
る
。
然
ら
ば

此
國
家
目
的
叉
は
社
會
理
想
と
は
何
で
あ
る
か
。
か
L
る
究
極
的
目
的
と
し
て
は
功
利
哲
學
に
於
て
説
か
る
入
社

會
一
般
の
輻
祉
、
又
は
、
ユ
ン
グ
リ
ス
の
理
想
的
人
間
と
理
想
的
國
民
し
J

云
ふ
如
き
形
式
的
無
内
容
た
概
念
規
定
が

行
は
れ
る
。
か
く
の
如
き
形
式
的
理
想
概
念
か
ら
は
何
等
財
政
々
策
従
て
租
税
政
策
は
生
れ
て
来
な
い
。
従
来
の

多
く
の
財
政
學
が
形
式
的
無
内
容
的
な
倫
理
的
目
的
か
ら
直
接
財
政
々
策
を
構
成
せ
し
む
と
し
た
貼
に
封
す
る
マ

ン
の
批
判
は
妥
賞
で
あ
る
。
ペ
ェ
ク
ー
は
此
倫
理
的
目
的
例
へ
ば
一
般
の
輻
祉
に
應
す
る
賓
證
的
理
想
(
p
o
s
i
t
i
v
l
d
e

a
l
)

を
示
す
事
に
よ
り
て
か
の
倫
理
的
目
的
に
内
容
を
附
典
し
、
之
に
よ
り
て
倫
理
的
目
的
は
財
政
學
の
指
導
目
的

よ
う
。

睾
税
原
則
論
の
一
考
奈

的
見
地
か
ら
酒
祝
を
軽
減
す
る
如
き
）
に
財
政
々
策
と
闘
聯
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
軍
事
目
的
又
は
衛
生

目
的
等
か
ら
財
政
又
は
租
税
政
策
が
論
じ
ら
れ
得
る
。
然
し
之
等
の
固
有
の
政
策
目
的
は
親
涜
的
方
面
の
も
の
で

は
な
い
そ
れ
故
に
之
等
の
目
的
賓
現
の
補
充
手
段
と
し
て
経
演
的
方
法
を
必
要
と
す
る
と
云
ふ
理
由
で
財
政
又
は

租
税
政
策
を
此
目
的
に
従
て
構
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
理
は
な
い
。

最
後
に
謡
々
の
政
策
を
統
一
す
る
國
家
の
目
的
又
は
祉
會
の
理
想
と
財
政
々
策
と
の
闘
係
を
簡
箪
に
考
へ
て
見

第
一
＝
巻
七
九
六

第

四

誠

ー
五
八
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た
り
得
る
と
な
し
、
其
倫
理
的
目
的
の
賓
證
的
理
想
と
し
て
財
産
並
び
に
所
得
分
配
に
封
す
る
公
正
の
評
債
に
基

く
社
會
政
策
的
立
場
を
採
用
す
る
。
乍
併
ペ
エ
タ
ー
の
主
張
す
る
賓
證
的
理
想
と
し
て
の
社
會
政
策
的
立
場
は
、

倫
理
的
目
的
自
個
で
は
な
く
し
て
夫
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
此
社
會
政
策
的
立
場
が
財
政
々
策
の
指
導
目

的
と
な
る
事
は
倫
理
的
目
的
が
財
政
々
策
の
指
導
目
的
と
な
る
事
を
意
味
し
な
い
。
倫
理
的
目
的
は
社
會
政
策
的

目
的
に
到
し
て
上
位
に
あ
る
と
思
ふ
。
従
て
財
政
學
に
於
て
は
倫
理
的
目
的
は
直
接
指
導
目
的
と
な
b
得
な
い
。

最
後
に
エ
ン
グ
リ
ス
の
説
に
就
て
一
言
し
よ
う
。

七
九
七

策

四

輩

ー
五
九

エ
ン
グ
リ
ス
は
前
に
説
明
し
た
様
に
國
家
の
究
極
目
的
に
よ

り
て
特
殊
目
的
た
る
國
民
の
生
命
、
健
康
、
教
育
等
の
目
的
が
統
一
さ
れ
る
。
之
等
特
殊
目
的
に
よ
り
て
祉
會
的

効
用
と
損
失
が
決
定
さ
れ
、
此
社
會
的
効
用
と
損
失
の
比
較
に
よ
り
て
課
税
が
経
憤
原
則
に
よ
り
て
行
は
れ
る
國

団

民
経
漬
的
課
税
原
理
が
成
立
す
る
と
説
明
す
る
。
之
に
よ
り
て
見
れ
ば
謀
税
原
理
の
指
導
目
的
は
此
等
特
殊
目
的

で
あ
る
。
然
し
乍
ら
之
等
多
く
の
特
殊
目
的
の
間
に
如
何
に
し
て
調
和
が
保
た
れ
る
か
。
此
調
和
た
く
し
て
は
租

税
原
則
の
個
系
を
構
成
す
る
指
導
目
的
と
な
り
得
な
い

3

そ
の
調
和
は
究
極
目
的
に
よ
り
て
貰
現
維
持
さ
れ
る
で

あ
ら
う
。
か
く
て
結
局
租
税
原
則
の
指
導
目
的
は
究
極
目
的
で
あ
る
。
乍
併
前
述
し
た
様
に
か
ゞ
る
形
式
的
理
想

概
念
で
は
租
税
原
則
の
指
導
目
的
た
り
得
た
い

C

査
し
形
式
的
無
内
容
た
る
理
想
は
性
質
の
異
っ
た
酎
立
的
目
的

震
椀
康
罰
論
の
一
考
震

策

三

曇

公
正
理
想
は
必
要
で
は
あ
る
が
財
政
々
策
の
直
接
指
導
目
的
で
は
な
い
。

68) Vgl. Hans, Peter, Das Problem der Gerechtigkeit und die The-
orie der Steuerverteilung, Finanzarchiv, Neue Folge Bd. 2, Heft 
I. 1933, s. 41, 42, 52-3. 
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‘
あ
る
。

に
要
黙
を
概
括
し
て
上
述
の
不
明
確
な
説
明
を
補
ふ
事
と
す
る
。

， 

租
税
原
則
論
の
一
考
察

第

三

巻

[
を
含
み
得
る
か
ら
で
あ
る
。
従
て
エ
ン
グ
リ
ス
の
説
は
形
式
的
論
理
的
で
あ
り
、
現
賓
の
租
税
政
策
や
租
税
楠
系

の
指
導
原
理
を
典
へ
得
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
粗
雑
で
は
あ
る
が
租
税
諸
原
則
を
統
一
盤
理
す
べ
き
観
黙
を
大
憫
に
於
て
明
か
に
し
た
柄
り
で
あ
る
。
次

租
税
が
楔
民
経
派
か
ら
の
財
の
徴
牧
で
あ
る
限
り
、
租
税
は
國
民
経
漬
に
一
定
の
作
用
を
及
ぼ
す
。
従
て
国
民

経
潤
組
織
に
封
す
る
債
値
判
断
か
ら
租
税
閤
系
を
構
成
す
る
立
場
が
得
ら
る
べ
き
だ
と
考
へ
る
。
此
憤
値
判
断
は

否
定
的
と
肯
定
的
と
に
分
れ
る
。
勿
論
此
肯
定
的
憤
値
判
断
は
現
質
そ
の
儘
の
肯
定
で
は
な
く
現
質
の
経
惰
組
織

の
理
想
期
的
発
逹
を
意
味
す
る
。
之
等
の
債
値
判
断
に
基
い
て
國
民
続
痰
的
目
的
と
祉
會
政
鍛
的
目
的
と
が
成
立

す
る
。
更
に
追
求
す
る
た
ら
ば
結
局
は
究
極
目
的
に
逹
す
る
が
租
税
原
則
の
直
接
指
導
目
的
は
以
上
の
二
目
的
で

従
来
の
財
政
學
に
於
て
そ
れ
が
財
政
々
策
學
と
し
て
楠
成
さ
れ
、
倫
理
的
目
的
に
よ
り
て
指
導
さ
れ
て
ゐ
る
限

b
、
明
確
な
る
統
一
的
開
系
を
有
す
る
政
策
學
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
蓋
し
倫
理
的
目
的
は
形
式
的
無
内
容
た
る
も

五

結

論

七
九
八

第

四

絨

一
六
0



租
税
原
則
論
の
一
考
察

第

一

二

巻

七

九

九

第

四

戟

一
六

で
あ
る
。
そ
こ
に
従
来
の
財
政
學
の
不
明
確
さ
、
不
統
一
性
が
現
れ
て
お
り
、
財
政
學
の
科
學
と
し
て
の
資
格
が

問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
重
要
な
る
原
因
が
あ
る
と
思
ふ
。
然
ら
ば
此
倫
理
的
目
的
の
内
容
は
如
何
に
し
て
得
ら

れ
る
か
。
倫
理
の
中
に
止
ま
る
限
り
共
内
容
を
明
か
に
し
得
な
い
事
勿
論
で
あ
る
。
此
内
容
は
手
段
た
る
財
政
現

象
の
性
質
と
の
闘
聯
に
於
て
得
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
て
財
政
々
策
の
指
導
目
的
は
か
し
る
具
開
的
内
容
を

持
っ
た
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
早
倫
理
的
理
想
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
結
局
は
倫
理
的
目
的
に
基
く
と

し
て
も
直
接
指
導
目
的
は
倫
理
的
目
的
自
個
で
は
な
い
。
此
黙
経
惰
政
箭
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
と
思
ふ
。
か

く
て
公
正
等
の
倫
理
の
支
配
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
財
政
政
策
學
が
可
能
と
た
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
何
等
か
の
明
確
な
る
内
容
が
典
へ
ら
れ
ざ
る
限
り
、

一
義
的
指
導
目
的
と
な
り
得
な
い
か
ら




